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第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

 

 平成元年（1989 年）、国際連合において「児童の権利に関する条約」が採択されました。

日本においても平成 6 年（1994 年）にこの条約を批准し、条約の理念の実現を目指して、

さまざまな立法や行政措置を進めています。 

 条約の理念の実現には、国だけでなく、子どもの生活に一番身近な地方自治体も子どもの

施策として取り組むことが大切です。 

 そのため、北広島市では、条例によって子どもの権利を定め、その条例に基づき子どもの

施策を進めることとし、北広島市子どもの権利条例（以下「子どもの権利条例」といいます。）

を制定しました。 

 子どもの権利条例は、基本的人権の尊重を定めている「日本国憲法」と「児童の権利に関

する条約」の理念に基づき、市としての子どもの権利に関する基本的な考え方を定めた条例

です。 

 本計画は、子どもの権利条例の理念の実現を目指して策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、子どもの権利条例第 25 条に基づく、子どもの権利に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための計画であり、本市の取組みを示すとともに、家庭や学校、施設、地

域の取組みを推進するものです。 

また、本市における最上位計画である「北広島市総合計画（第５次）」を上位計画とし、

「北広島市子ども・子育て支援プラン」などの計画と整合を図り策定します。 

 なお、本計画において、「子ども」とは、子どもの権利条例第２条第１号に規定する子ど

もとします。 

 

３ 計画の期間 

 

 本計画の期間は、平成 27 年度から 29 年度までとします。また、計画の最終年度となる

平成 29 年度には、本計画に基づく取組みを踏まえた第２期計画を策定していきます。 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

      

      

      

      

第１期計画平成 28 年度 

 

第２期計画平成 28 年度 

 

策定 
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第２章 意識調査からみる子どもを取り巻く現状 

 

 計画の策定にあたって、子どもの実態・意識を把握し、計画を策定する際の基礎資料とす

るため、下記のとおりアンケート調査（子どもに関する実態・意識調査）を実施しました。 

 調査の内容とその結果については、参考資料５・６に掲載しています。 

 

項目 区分 配付数 回収数 回収率 

調査対象 

（1,000 票を

子どもの人口

で按分） 

小学４年生か

ら６年生まで 
314 票 170 票 54.1％ 

中学生以上 

高校３年相当

年齢まで 

686 票 285 票 41.5％ 

対象者の 

抽出方法 
住民基本台帳からの無作為抽出 

調査期間 平成 26 年 9 月 26 日～10 月 17 日 

調査方法 郵送による配付・回収 

 

 また、学校や施設などを訪問し、子どもに直接意見を聞く機会を設けました。 

 

１ 子どもの参加について 

 

  子どもが自分の考えや思いがあるときに、意見を言ったり、参加したりすることができ

るかについての問いに対し、「言うことができる」「だいたい言うことができる」と回答が

あった子どもは、小学生・中学生以上ともに５割程度となっていますが、特に「地域で行

うお祭りやボランティア活動などについて」は、「あまり言うことができない」の割合が

他の項目と比べて高くなっており、子どもの意見表明・参加が必ずしも十分でないことが

うかがえる結果となっています。また、この項目については「とくに言いたいことがない」

も高い割合を示しており、子ども自身が地域の活動に参加する意識については高くないと

いうことがうかがえます。 
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【問 16 あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言う

ことができますか。それぞれ、もっとも近いもの１つに○をつけてください。】 

小学生 

 

中学生以上 

 
  

12.3  

24.6  

22.8  

20.4  

28.8  

13.3  

18.9  

20.0  

20.0  

23.9  

15.8  

10.5  

14.4  

19.6  

7.0  

5.3  

4.2  

3.5  

2.8  

2.1  

30.5  

17.2  

16.1  

14.4  

15.1  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域のお祭りやボランティア活動 

学校の部活動の活動内容 

学校でのきまりごと 

学校行事の企画や運営 

家族の中の大事な物事やルール 

言うことができる だいたい言うことができる あまり言うことができない 

言うことができない とくに言いたいことがない 

15.9  

29.4  

24.7  

27.6  

21.8  

23.5  

25.9  

27.6  

21.2  

13.5  

17.6  

10.0  

4.1  

5.3  

4.1  

1.2  

20.6  

12.4  

11.2  

17.1  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域のお祭りやボランティア活動 

学校でのきまりごと 

学校行事の内容や進め方 

家族の中の大事な物事やルール 

言うことができる だいたい言うことができる あまり言うことができない 

言うことができない とくに言いたいことがない 
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２ 子どものふだんの生活について 

 

 (1) 子どもの自己肯定感について 

  自分のことをどう思うかについての問いに対し、小学生、中学生以上とも、「自分を大

切に思ってくれる人がいる」「ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい」につい

て、「そう思う」「まあそう思う」の合計は 80％を超える結果となった一方、「自分のこ

とが好きだ」「自分は他人から必要とされている」については、小学生では 70％以上と

なっているものの、中学生以上で 50～60％程度と、やや低い結果となっています。 

 

【問７ あなたは、自分自身のことについて、どのように思っていますか。それぞれ、あて

はまるものに１つだけ○をつけてください。】 

小学生 

 

 

中学生以上 

 
  

53.5  

35.3  

67.1  

28.2  

40.0  

41.2  

23.5  

45.9  

5.9  

17.1  

6.5  

17.6  

0.6  

5.3  

1.8  

7.6  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 

自分は他人から必要とされている 

自分を大切に思ってくれる人がいる 

自分のことが好きだ 

そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない 

52.3  

20.0  

45.3  

16.5  

34.4  

41.1  

39.6  

33.3  

8.8  

29.8  

11.2  

32.6  

2.5  

7.0  

2.1  

15.4  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほかのだれかや社会のために何かをしてあげたい 

自分は他人から必要とされている 

自分を大切に思ってくれる人がいる 

自分のことが好きだ 

そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない 
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 (2) 安心できる場所について 

 

  「ほっ」とでき、安心していられる場所については、「家で家族とすごす部屋」「自分の

部屋」が高い割合となっているほかは、すべて 5％未満の回答となっています。 

 

【問 4 あなたがふだんの生活の中で、一番「ほっ」とでき、安心していられるのはどのよ

うなところですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。】 

 

3 

2 

2 

2 

6 

4 

0 

3 

0 

6 

25 

117 

14 

13 

2 

0 

8 

4 

1 

0 

0 

8 

128 

108 

0 20 40 60 80 100 120 140

とくにない 

その他 

塾、習いごとやスポーツクラブ 

児童センターなど 

公園など 

友だちの家 

図書館（学校以外） 

学校の図書室など 

学校の保健室 

学校の教室 

自分の部屋 

家で家族とすごす部屋 

中学生以上 小学生 （件） 



6 

 

 (3) 遊び場、居場所について 

 

遊び場、居場所となる公共施設については、公園が非常に高い利用状況となっています。

また、児童センターについては、地区別の集計でみると、平成 14 年に児童センターを開

設した西部地区では、回答のあったほぼすべての子どもが利用したことがあるという結果

だった一方、大曲地区では区域内に複数の小学校があることもあり 50％強の利用、北広

島団地地区では小学生が 50％強、中学生以上については平成 26 年 7 月に開設したばか

りということもあり利用経験が少なく、未整備地区である東部、西の里地区では小学生・

中学生以上とも利用経験が少ないという状況となっています。 

 

【問９ あなたは、北広島市にある次の施設のうち、利用したことがあるものはどれですか。

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。】 

 
問９の児童センター 地区別の状況 

 小学生 中学生以上 

東部地区 6/46（13.0％） 9/77（11.7％） 

西部地区 22/22（100.0％） 32/33（97.0％） 

西の里地区 3/22（13.6％） 3/42（7.1％） 

大曲地区 28/49（57.1％） 44/86（51.2％） 

北広島団地地区 16/31（51.6％） 7/43（16.3％） 

※中学生以上は地区未記入 4 人 

1 

1 

153 

75 

45 

132 

157 

129 

75 

4 

0 

241 

113 

44 

238 

264 

215 

95 

0 50 100 150 200 250 300

利用したことはない 

その他 

体育館、プール、球場 

地区センターなどの会館 

キャンプ場 

図書館・図書室 

公園 

芸術文化ホール（花ホール） 

児童センター 

中学生以上 小学生 （件） 
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３ 子どもの権利について 

 

 (1) 子どもの権利条例の認知度について 

 

  子どもの権利条例についての認知度は、小学生、中学生以上とも２割前後が知っている

という結果でした。知っているという回答の中では、学校の授業のほか、特に小学生では

小学生から高校生まで一人ひとりに毎年配布している子どもの権利相談カードにより認

知されているという結果となっています。 

 

【問 15 子どもが夢と希望をもち、幸せにくらせるために守られなければならない権利を

「子どもの権利」といいます。北広島市では、子どもの権利をみんなで大切にするための

きまりとして、「子どもの権利条例」をつくりました。あなたは、子どもの権利条例につ

いて、見たり聞いたりしたことがありますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。】 

 
 

 (2) 相談について 

 

  市内には、子どもが相談できるところが市だけでなくほかの機関などでも多数あります。

小学生、中学生以上とも、子ども相談電話の認知度が高い結果となったほか、特に中学生

以上では各中学校に配置されているスクールカウンセラーの認知度が高い結果となって

います。 

  

17.6  

22.8  

79.4  

74.4  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生以上 

見たり聞いたりしたことがある 見たり聞いたりしたことはない 
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【問１３ 北広島市内にある、子どもが相談をできるところのうち、次の中にあなたが知っ

ているところや、利用したことのあるところはありますか。あてはまるものすべてに○を

つけてください。】 

 
  

70 

33 

39 

0 

7 

17 

10 

77 

8 

26 

106 

31 

24 

111 

16 

24 

31 

110 

21 

26 

0 20 40 60 80 100 120

知らない、利用したことがない 

心の教室 

法務局子どもの人権110番 

スクールカウンセラー 

教育相談電話 

子どもサポートセンター 

エンゼルキッズこども家庭支援センター 

子ども相談電話 

家庭児童相談室 

子どもの権利相談 

中学生以上 小学生 （件） 
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４ 子どもの権利の保障を進めるうえでの課題 

 

 (1) 子どもの意見表明、参加の機会の拡大 

 

  地域において、子どもが行事などの企画運営に参加したり、意見を言ったりすることに

ついて、子ども自身の意識は決して高いとは言えず、なかなか意見を表明することが難し

いのが現状です。 

  社会の一員として子どもが参加し、意見を表明することができるようにするためには、

地域全体として参加しやすく、意見を表明しやすい仕組みをつくるための啓発を行ってい

くことが課題となります。 

 

 (2) 子どもの居場所の確保 

 

  子どもの居場所とは、子どもにとって「自分が自分らしくいることができる場所」「休

息したりくつろいだりして自分を取り戻すことができる場所」「安心して人間関係をつく

り合うことができる場所」となるところです。核家族化や少子化が進む中で、子どもが安

心して過ごせる場所の存在が重要になってきています。 

  このため、子どもが大人に見守られ、安心して遊び、活動し、人間関係をつくることの

できる環境づくりを進めていくことが必要です。 

また、「北広島市子ども・子育て支援プラン」の策定に当たり、就学前の児童および小

学生の保護者を対象に、アンケート調査を実施しましたが、その中でも児童センター（児

童館）に対する保護者のニーズは高く、地域において子どもたちが自主的に参加し、自由

に遊べ、安全で安心して過ごせる居場所として、計画的に児童センター（児童館）の整備

を進めることが求められています。 

 

 (3) 子どもの権利の侵害への対応 

 

  いじめや児童虐待といった子どもの権利の侵害が社会問題となっています。いじめや児

童虐待は、子どもの心身に深い傷を与え、子どもの成長や発達に重大な影響を及ぼします。

また、最悪の場合には生命に危険が及ぶこととなります。 

  子どもには、いじめや児童虐待などから守られる権利があるということを理解するとと

もに、子どもの権利の侵害を防ぐ環境づくりに取り組むことが必要です。 

  また、いじめや児童虐待について専門の相談対応体制での速やかな対応が求められると

ともに、権利侵害のみならず、子ども自身や子どもを育てる保護者についての悩みを相談

できる体制が求められています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

  

 子どもは、これからの社会を築いていく未来への希望であり、誰もがその健やかな成長を

願っています。子どもが健やかに成長するためには、子どもにとって最善の利益が尊重され

ることが大切です。 

 子どもの権利条例では、子どもにとって大切な権利を明らかにすることや、子どもの権利

の保障を進めるための仕組みなどについて必要な事項を定めることにより、子どもにとって

最善の利益が尊重され、子どもが幸せに暮らせるまちづくりを進めることを目的としていま

す。 

 このことから、本計画の基本理念は、子どもの権利条例が目指す目標として前文に掲げら

れている「子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまち」とします。 

 

 「子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまち」 

 

２ 計画の基本目標 

 

 基本理念に掲げた「子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまち」を実現するため、取

り組みの視点と施策の方向性として、子どもの権利条例に掲げられている以下の４つの柱を

基本目標とし、施策を進めていきます。 

 

 (1) 安心して生きる施策の推進 

 子どもが安心して生きるために、生命と健康が守られ、愛情と理解をもって育まれること

を保障する各種施策を推進します。 

 

 (2) 守り、守られる施策の推進 

 子どもが守り、守られるために、権利の侵害や危険から守られ、自分が尊重され支援を受

けられる各種施策を推進します。 

 

 (3) 健やかに育つ施策の推進 

 子どもが健やかに育つために、人間的発達を目指し、人間関係を築くとともに、居場所が

確保されるなどの各種施策を推進します。 

 

 (4) 参加する施策の推進 

 子どもが自ら社会に参加するために、自分で意見を表明したり仲間と集うことができるな

どの各種施策を推進します。 
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３ 計画の体系 

 

子どもの権利に関する推進計画では、子どもの権利条例に掲げられている権利の体系を推

進計画の体系として各種施策を展開します。 

 

各
種
施
策
の
展
開

自分が持っている能力を伸ばすための必要な支援を受けること

平和と安全な環境の下で生活すること

自分の命がかけがえのないものとして守られ、尊重されること

健康に配慮され、適切な医療が受けられること

差別、暴力、いじめ及び不当な不利益を受けないこと

危険から身が守られること

個性が認められ、人格が尊重されること

障がいのある子どもが、尊厳を保ち、自立の促進及び社会への積極
的な参加が図られること

プライバシーが守られること

子
ど
も
が
夢
と
希
望
を
持
ち
、

幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

参
加
す
る

施
策
の
推
進

健
や
か
に
育
つ

施
策
の
推
進

守
り
、

守
ら
れ
る
施
策
の
推
進

安
心
し
て
生
き
る

施
策
の
推
進

愛情と理解をもって育まれること

家庭、育ち学ぶ施設、地域等の場で自分の意見を表明すること

表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなさ
れること

仲間をつくり、仲間と集うこと

情報提供等の適切な支援を受けられること

学ぶことを通して人間的発達を目指すこと

遊ぶことを通して良好な人間関係を築くこと

文化、芸術、スポーツ及び自然に親しむこと

自分の将来を決めること

自分の幸せな未来の実現に向けて、必要な情報を得ること

安心できる居場所が確保されること

国籍、民族、言語等において少数の立場の子供が、自分の文化等に
親しみ、学び、又は表現することが尊重されること

誇りを傷つけられないこと

子どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと

自分に関することを決めるとき、適切な支援を受けること

権利の侵害から逃れられ、権利の侵害を受けた時に支援や救済を求
めること
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第４章 権利体系ごとの施策 

 

１ 安心して生きる施策の推進 

 

 子どもが安心して生きるために、生命と健康が守られ、愛情と理解をもって育まれること

を保障する各種施策を推進します。 

 

（１）平和と安全な環境の下で生活すること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・ 

地域 
所管課 

小中学校の

施設の空気

環境測定の

実施 

学校施設空

気環境測定

事業 

毎年、小中学校の普通教室及び特別

教室の化学物質の濃度測定分析を実

施する。 

○   
教育総

務課 

子どもの養

育支援とＤ

Ｖ被害の母

及び子の保

護 

児童福祉施

設入所措置

事業 

支援の必要な配偶者のない女子とそ

の者が監護すべき子どもを、母子生

活支援施設に入所させ保護するとと

もに、自立の促進を支援する。 

○ ○ 
児童家

庭課 

子育て短期

支援事業 

保護者の諸事情によって養育が困難

になった場合の児童の養育支援とＤ

Ｖを受けた母及びその子の緊急保護

を実施することにより、子どもの安

全の確保を図る。 

○ ○ 
児童家

庭課 

 

（２）自分の命がかけがえのないものとして守られ、尊重されること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子育て支援

の充実 

病児緊急預

かり事業 

子どもが病気になった場合等に、支

援を行いたい者と育児の支援を受け

たい者が会員となって相互扶助によ

り支援を実施する。 

  ○ 
児童家

庭課 

 

 

 

 



13 

 

（３）愛情と理解をもって育まれること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

良好な保育

環境の確保 

市立保育園

運営 

多様な保護者のニーズに柔軟に対応

できる良好な保育環境の整備を目指

す。 

○   
児童家

庭課 

私立認可保

育園運営費

支援事業 

引き続き良好な保育環境を維持する

ため、必要な助成を行う。 
○   

児童家

庭課 

子育て情報

の発信 

利用者支援

事業 

子どもの誕生から小学生までの期間

における各種の子育て情報を掲載し

たガイドブックを作成し、周知を図

る。 

  ○ 

地域子

育て支

援セン

ター 

子育て支援

の充実 

利用者支援

事業 

子ども及びその保護者が、利用でき

る子育て支援事業等の中から適切な

ものを選択し、円滑に利用できるよ

う、支援を行う。 

○ ○ 

地域子

育て支

援セン

ター 

ファミリー

サポートセ

ンター事業 

育児の支援を行いたい者と育児の支

援を受けたい者が会員となって「フ

ァミリーサポートセンター」を組織

し、地域の子育てを支援する。 

  ○ 

地域子

育て支

援セン

ター 

地域子育て

支援センタ 

ー運営事業 

家庭の孤立化を防ぎ、子育てに関す

る不安感や負担の軽減を図るため、

子育て中の保護者を支援し、親子の

触れ合いの場と親同士の子育て情報

交換の場を提供する。 

  ○ 

地域子

育て支

援セン

ター 

シルバー子

育てサポー

ト事業 

子どもの遊び相手や保護者の相談に

応じることで、子育ての不安感を緩

和し、子どもの健やかな育ちを促進

するため、６０歳以上の市民がボラ

ンティアとして子育て支援センター

の事業を支援する。 

  ○ 

地域子

育て支

援セン

ター 

保育園一時

預かり事業 

子育て支援事業計画に基づき、保護

者の就労形態や緊急時に対応したサ

ービスについての検討を行ったうえ 

、休日保育を行う保育園を拡大し、

利用要件についても緩和していく。 

  ○ 
児童家

庭課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

ひとり親家

庭等の親子

に対する支

援 

母子・父子

自立支援相

談事業 

ひとり親家庭の生活相談、就業相談

など、自立に向けた支援を実施し、

ひとり親家庭の親子への福祉の増進

を図る。 

○ ○ 
児童家

庭課 

 

（４）健康に配慮され、適切な医療が受けられること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

疾病等の予

防・治療に

係る支援 

予防接種推

進事業 

予防接種を実施することにより伝染

性の疾病を予防し、健康保持を図る。 
○   

健康推

進課 

エキノコッ

クス症予防

対策事業 

小学３年生以上を対象に、エキノコ

ックスの血液検査を実施することに

より、早期発見、早期治療を図る。 

○   
健康推

進課 

救急医療推

進事業 

毎日２４時間体制で夜間や休日の急

病に対応するとともに、休日の歯科

医院の受診体制を維持することによ

り、健康維持に寄与する。 

○   
健康推

進課 

子ども医療

費助成事業 

中学生までの医療費の一部助成をす

ることにより、経済的負担の軽減を

図るとともに、疾病の早期受診、早

期治療を促進し、子どもの保健の向

上と福祉の増進を図る。また、小学

生の通院についても助成を拡大して

いく。 

○   
国保医

療課 

学校での健

康保持 
学校保健 

子どもの定期健康診断や定期歯科検

診等の各種検診事業を実施すること

により、健康保持、増進を図る。 

○   
学校教

育課 

健やかな妊

娠期を過ご

し、安心し

て出産する

ための知識

啓発や支援 

妊産婦保健

推進事業 

妊婦健康診査やハイリスク妊婦の把

握、マタニティスクールなどの開催

を通じて、妊婦の健康と胎児の発育

を守るとともに、孤立した育児にな

らないよう支援する。 

  ○ 
健康推

進課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

健全な食生

活の推進 

食育推進事

業 

食育講演会や出前食育講座の開催を

通じて、食に関する知識と選択する

力を習得し、子どもの心身の健康保

持を図る。 

  ○ 
健康推

進課 

学校給食衛

生管理事業 

安心で安全な給食を提供するため、

設備機器類を整備・更新し、衛生管

理対策を実施する。 

○   

学校給

食セン

ター 

小・中学校

給食運営 

児童生徒が健康な生活を送ることが

できるよう、給食を提供するととも

に、全児童生徒を対象に食物アレル

ギー調査を実施し、喫食に注意を必

要とする児童生徒の保護者と学校の

間で献立の情報交換を行うことによ

り、児童生徒と教職員が共に注意を

払い、安心して給食の喫食をするこ

とができるようにする。 

○ ○ 

学校給

食セン

ター 

市立保育園

運営 

子どもの発達に応じた栄養価の高い 

、バランスの良い給食を提供すると

ともに、アレルギー対応について保

護者との連携のもと取り組む。 

○ ○ 
児童家

庭課 

乳幼児の心

身の健康増

進と異常の

早期発見 

乳幼児保健

推進事業 

保健師による乳児全戸訪問や乳幼児

健診などの実施により、乳幼児の心

身の成長発達を促し、保護者が安心

して育児ができるよう支援する。 

○ ○ 
健康推

進課 

ひとり親家

庭等の親子

に対する支

援 

ひとり親家

庭等医療費

助成事業 

ひとり親家庭等の親子に対し医療費

の一部を助成することにより、ひと

り親家庭等の児童やその母・父が安

心して暮らすとともに、健康の増進

を図る。 

○ ○ 
国保医

療課 

ひとり親家

庭支援事業 

一時的に生活援助が必要となるひと

り親家庭に家庭生活支援員を派遣し 

、親子の生活の安定を図る。 

○ ○ 
児童家

庭課 
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（５）差別、暴力、いじめ及び不当な不利益を受けないこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

デートＤＶ

防止の啓発 

男女共同参

画推進事業 

若年層における交際相手からの暴力

（デートＤＶ）の防止を目的として

パネル展、出前講座等で啓発する。 

○   
行政推

進課 

いじめ等の

未然防止と

早期発見 

心の教室相

談事業 

小中学校に心の教室相談員を配置し 

、児童生徒等の悩みや不安、ストレ

ス等の解消を図るとともに、いじめ

の未然防止と早期発見を図る。 

○   
青少年

課 

適正な子ど

もの養育の

確保と要支

援児童に対

する支援 

家庭児童相

談室運営事

業 

子どもの虐待、養育問題などについ

て専門的相談支援や指導を行うとと

もに、民生委員の地域での見守りや

保育園・幼稚園・学校など関係機関

と連携して虐待予防に向けた取り組

みを推進する。 

○ ○ 
児童家

庭課 
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２ 守り、守られる施策の推進 

 

 子どもが守り、守られるために、権利の侵害や危険から守られ、自分が尊重され支援を受

けられる各種施策を推進します。 

 

（１）権利の侵害から逃れられ、権利の侵害を受けた時に支援や救済を求めること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

権利の相談 

・救済と侵

害された権

利の回復の

支援 

子どもの権

利擁護事業 

子どもの権利救済委員会と相談員に

よる相談・救済体制により、権利の

侵害を受けた子どもの相談に応じ、

侵害された権利を回復するための支

援を行う。 

また、より相談しやすくなるよう、

巡回子どもの権利相談を行う。 

○ ○ 
児童家

庭課 

 

（２）危険から身が守られること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

青少年健全

育成の推進 

青少年健全

育成啓発事

業 

地域の子どもは地域で育てる活動を

推進するため、学校、ＰＴＡ、自治

会・町内会、関係団体と連携し、地

域に密着した青少年の健全育成活動

の推進と健全育成の啓発を進める。 

○ ○ 
青少年

課 

青少年安全

対策事業 

スクールガードリーダーによる学校

施設、通学路等の安全確認及び巡回

指導を行い、子どもの安全を確保す

る。 

○   
青少年

課 

関係機関や地域と連携を図り、青少

年の非行等問題行動に対して、状況

に応じた適切な対応と指導を行い、

健全育成を図る。 

○ ○ 
青少年

課 

警察や学校からの不審者情報を携帯

電話・パソコンにメール配信するこ

とにより、子どもの危険を防止する。 

○ ○ 
青少年

課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもに対

する防災 

防災資機材

整備事業 

紙おむつ、哺乳瓶等生活関連物資の

備蓄を行うことにより、災害に対処

し、災害時の避難場所等における市

民生活の安定を図る。 

○   
危機管

理課 

防災訓練事

業 

各種災害訓練を実施するなどにより 

、災害時における応急対策の円滑な

実施を図る。 

○ ○ 
危機管

理課 

子どもに対

する交通安

全対策 

交通安全推

進事業 

交通安全学童指導員・交通安全指導

員を配置し、登下校時の交通安全を

確保するとともに、交通安全教室な

どの各種啓発により、子どもの交通

安全を図る。 

○ ○ 市民課 

 

（３）個性が認められ、人格が尊重されること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

豊かな心を

育む教育の

充実 

心の教育推

進事業 

市独自の教材を作成し、子どもが基

本的な生活習慣や規範意識を身に付

けるとともに、豊かな心を養う教育

の充実に取り組む。 

○   
学校教

育課 

 

（４）プライバシーが守られること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

人権擁護の

推進 

人権意識の

普及啓発事

業 

人権擁護委員との連携のもと、人権

相談や学校での人権教室などを通じ

て、プライバシー保護に関する啓発

を行う。 

○ ○ 市民課 
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（５）誇りを傷つけられないこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

人権擁護の

推進 

人権意識の

普及啓発事

業 

人権擁護委員との連携のもと、人権

相談や学校での人権教室などを通じ

て、子どもの誇りが傷つけられない

よう啓発を行う。 

○ ○ 市民課 

 

（６）子どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

人権擁護の

推進 

人権意識の

普及啓発事

業 

人権擁護委員との連携のもと、人権

相談・学校での人権教室などを通じ

て、子どもが不当な扱いを受けない

よう啓発を行う。 

○ ○ 市民課 

 

（７）自分が持っている能力を伸ばすための必要な支援を受けること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもたち

の力を育て

る活動の推

進 

青少年健全

育成振興事

業 

生きる力を育て健やかでたくましい

子どもを育成するための活動を保護

者とともに推進する。 

○ ○ 
青少年

課 

青少年の育

成環境の整

備 

青少年健全

育成連絡協

議会支援事

業 

地域で子どもを守り、育み、安全安

心な地域環境づくりを目指すため、

健全育成連絡協議会の活動を通じて

地域住民の意識啓発を推進する。 

  ○ 
青少年

課 
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（８）自分に関することを決めるとき、適切な支援を受けること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

青少年の育

成環境の整

備 

青少年健全

育成連絡協

議会支援事

業 

地域で子どもを守り、育み、安全安

心な地域環境づくりを目指すため、

健全育成連絡協議会の活動を通じて

地域住民の意識啓発を推進する。 

  ○ 
青少年

課 

 

（９）障がいのある子どもが、尊厳を保ち、自立の促進及び社会への積極的な参加が図ら

れること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

障がいのあ

る子どもに

対する社会

参加の促進 

障がい者相

談支援事業 

障がいのある子どもが差別や不当な

扱いを受けることのないよう、障が

いを理由とする差別の解消を推進し 

、社会への積極的な参加を図る。 

○   福祉課 

障がいのあ

る子どもの

支援 

小・中学校

教育振興 

子どもが置かれている障がいなどの

状況によって、意見の表明や参加に

ついて支障のないよう、社会に参加

するための情報や資料の提供等の適

切な支援を受けられるようにする。 

○   
学校教

育課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

障がいのあ

る子どもと

その親の支

援 

こども発達

支援事業 

未就学児童の通所支援や小学６年ま

での肢体不自由児の機能回復訓練と

保護者支援を行うことで、療育指導

の充実を図る。 

○ ○ こども

発達支

援セン

ター 
発達相談や障がい児相談支援、地域

支援を実施することにより、子ども

の発達支援や家族支援を推進する。 

○ ○ 

特別支援教

育就学奨励

費援助事業 

特別支援学級の児童に学用品費等を

支援するとともに、通級教室児童を

対象に通学費の支援を行うことによ

り、特別支援学級への就学を奨励す

るとともに、保護者の負担を軽減す

る。 

○ ○ 
学校教

育課 

特別支援教

育推進事業 

学校内の体制を整備し、学校・保護

者に対する支援体制の充実を図ると

ともに、必要に応じて特別支援教育

支援員・特別支援学級介助員を配置

することで、特別な支援を必要とす

る子どもの教育的ニーズに対応して

いき、また教員の理解と資質の向上、

保護者の理解を進める。 

○ ○ 
学校教

育課 

障がい者施

設開放等支

援事業 

長期休暇時に障がい児者の活動の場

を確保することにより、閉じこもり

の予防と家族の負担軽減を図る。 

○ ○ 福祉課 

障がい者団

体活動支援

事業 

障がい者団体の活動を支援すること

により、障がい児者の団体活動を活

性化し、社会参加と自立の促進を図

る。 

○ ○ 福祉課 

障がい福祉

サービス等

事業 

児童福祉法に基づく障がい児通所支

援の利用者負担を無料にすることに

より、早期療育の促進と保護者負担

の軽減を図る。 

○ ○ 福祉課 

重度心身障

がい者医療

費助成事業 

心身に重度の障がいがある児者に対

して、医療費の一部を助成すること

で、保健の向上及び福祉の増進、経

済的負担の軽減を図る。 

○ ○ 
国保医

療課 
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（１０）国籍、民族、言語等において少数の立場の子どもが、自分の文化等に親しみ、学

び、又は表現することが尊重されること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

人権擁護の

推進 

人権意識の

普及啓発事

業 

人権擁護委員との連携のもと、人権

相談や学校での人権教室などを通じ

て、多様な国籍等があることを啓発

していく。 

○ ○ 市民課 

学校教育で

の他言語等

の子どもの

支援 

小・中学校

教育振興 

子どもが置かれている国籍・言語の

違いなどの状況によって、意見の表

明や参加について支障のないよう、

社会に参加するための情報や資料の

提供等の適切な支援を受けられるよ

うにする。 

○   
学校教

育課 
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３ 健やかに育つ施策の推進 

 

 子どもが健やかに育つために、人間的発達を目指し、人間関係を築くとともに、居場所が

確保されるなどの各種施策を推進します。 

 

（１）学ぶことを通して人間的発達を目指すこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもの学

びの支援 

学校図書館

活用事業 

学校図書センターを拠点として、学

校図書の充実を図るとともに、随時

新しい図書の更新も行うことにより 

、児童生徒の読書活動の充実や自発

的・主体的学習の拠点となる環境整

備を図る。 

○   
学校教

育課 

学力向上推

進事業 

学習意欲を高める指導内容や個々に

応じた指導方法の工夫・改善を行い、

学力の向上を図る。 

○   
学校教

育課 

外国語指導

助手活用事

業 

児童・生徒の英語発音やコミュニケ

ーション能力の育成向上を目的に各

学校の外国語授業等に英語指導助手

を派遣し、外国語授業等の充実を図

る。 

○   
学校教

育課 

学校支援地

域本部事業 

地域の人材を学校へ紹介派遣し、教

育活動を支援することにより、学校

での教育環境の向上を図る。 

○   
社会教

育課 

郷土資料教

材化事業 

北広島を故郷として、郷土に対する

関心を深めるため、社会科副読本を

作成するとともに、各教科に活用で

きる教育資源をデジタル化した郷土

資料教材を作成して教育委員会のホ

ームページに登載することで、地域

に根ざした授業の充実を図る。 

○   
学校教

育課 

学童クラブ

運営 

子どもが宿題・自習等の学習活動を

自主的に行えるよう必要な援助を行

う。 

○   
児童家

庭課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

教員に対す

る支援 

学校教育相

談員活用事

業 

小中学校における教育課程や各学校

における課題に対する指導・助言、

その他専門的な指導をする経験豊富

な学校教育相談員を配置し、教員を

支援することにより適切かつ円滑な

学校運営を図る。 

  ○ 
学校教

育課 

教育環境の

充実 

理科教材等

整備事業 

小中学校の理科教育で必要となる教

材教具を購入・更新し、教育の充実

を図る。 

○   
教育総

務課 

学校ＩＣＴ

環境整備事

業 

情報化社会へ適応するための情報処

理能力の向上、ＩＣＴを活用した授

業による学力の向上を図るため、教

育用ＰＣ等の整備を行う。 

○   
教育総

務課 

私立学校教

育振興事業 

本市に本校を有する私立高等学校が

行う教育活動を支援することにより 

、私立学校の教育環境の充実と保護

者の負担軽減を図る。 

○ ○ 
教育総

務課 

学習の経済

的支援 

要保護・準

要保護児童

生徒援助事

業 

生活保護世帯や経済的困窮世帯の児

童生徒の保護者に対し、就学に必要

な経済的援助を行うことで、平等に

義務教育を受ける権利を保障する。 

○ ○ 
学校教

育課 

読書活動の

推進 

図書館サー

ビス提供事

業 

児童書の充実による読書環境の整備

と、ボランティアを活用した読み聞

かせ等の実施により、子どもが読書

に親しむ機会を提供する。 

○ ○ 図書館 
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（２）遊ぶことを通して良好な人間関係を築くこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもの遊

び場所とし

ての公園の

整備 

公園施設長

寿命化対策

支援事業 

公園施設の機能保全・安全性の確保

等、都市公園における安全・安心対

策を計画的に実施し、子どもをはじ

め誰もが安全で安心して利用できる

都市公園を整備する。 

○ ○ 
都市整

備課 

街区公園整

備事業 

住民との意見交換を実施し、（仮称）

輪厚中央公園の施設内容を決定し整

備する。 

○ ○ 
都市整

備課 

遊ぶ場の提

供 

児童センタ

ー運営 

児童センターでの遊びの援助などを

通じて、子どもが心身の健康を増進

し、知的・社会的能力を高め、情緒

を豊かにするよう援助するとともに 

、子どもとその保護者が遊ぶことが

できるようにする。 

また、児童センター未整備地域にお

ける児童センターの整備を計画的に

行っていく。 

○ ○ 
児童家

庭課 

学童クラブ

運営 

学童クラブでの遊びを通じて、子ど

もが自主性、社会性、創造性を育む

ことを支援する。 

○   
児童家

庭課 
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（３）文化、芸術、スポーツ及び自然に親しむこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

スポーツに

親しむ事業

の展開 

中学校体育

連盟支援事

業 

中学校体育連盟に対し交付金を交付

し、実施する市内・管内大会を通じ

て中学生の体位、体力の向上、スポ

ーツに対する意識の向上と心身の健

全な育成を図る。 

○   
教育総

務課 

スポーツ少

年団育成事

業 

スポーツ少年団に対し、スポーツ少

年団本部を通じて補助金を交付する

ことにより、青少年の健全育成を図

るとともに、スポーツ少年団の組織

強化と自主的な活動の推進を図る。 

○   
社会教

育課 

スポーツア

カデミー事

業 

ジュニアスポーツ選手強化事業、底

辺拡大事業、指導者養成事業を実施

することにより、全国、国際レベル

の選手育成及び青少年の健全育成を

図る。 

○ ○ 
社会教

育課 

フレンドリ 

ーセンター

運営事業 

スポーツ事業を通じ、障がい児者が

生涯学習活動を通じて学び交流する

場を提供する。 

○ ○ 
社会教

育課 

文化・芸術 

・自然に親

しむ事業の

展開 

中央公民館

活動推進事

業 

公民館子どもまつりを開催すること

により、自然や文化に親しむ機会を

提供する。 

○   
社会教

育課 

芸術文化ホ 

ール運営委

員会連携事

業 

小学生を対象としたホールでの舞台

芸術鑑賞会の実施、ワークショップ

やアウトリーチなどによる芸術体験

の実施により、芸術文化に親しむ機

会を提供する。 

○   文化課 

フレンドリ 

ーセンター

運営事業 

文化事業を通じ、障がい児者が生涯

学習活動を通じて学び交流する場を

提供する。 

○ ○ 
社会教

育課 

小・中学校

教育振興 

学習の中で、武道や和楽器など日本

の文化や伝統に親しみ、理解と愛着

をもてるようにする。 

○   
学校教

育課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

外国の文化

などに親し

む事業の展

開 

国際交流事

業 

海外との交流事業により、外国の文

化、風俗、社会事情を体得し、異文

化への理解を深め、国際的視野と国

際感覚をもった人材を育てる。 

○   
社会教

育課 

 

（４）自分の将来を決めること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

将来を決め

るために必

要な能力の

促進 

学校教育振

興事業 

「生きる力」を育み、自ら課題を見

つけ、主体的、創造的に取組む資質

を養う総合学習や学校の創意工夫を

活かした特色ある学校づくり、北広

島市や北海道の地域学習や郷土学習

を推進する。 

○   
学校教

育課 

 

（５）自分の幸せな未来の実現に向けて、必要な情報を得ること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

次代が求め

るスキルの

基本的事項

習得機会の

確保 

学校ＩＣＴ

環境整備事

業 

情報化社会へ適応するための情報処

理能力の向上、ＩＣＴを活用した授

業による学力の向上を図るため、教

育用ＰＣ等の整備を行う。 

○   
教育総

務課 

子どもの権

利に関する

広報啓発活

動の推進 

子どもの権

利擁護事業 

子どもが自分の健やかな成長と幸せ

な未来の実現のために、自分にとっ

て必要な情報などを得られるよう、

広報や講座などの啓発活動を行う。 

○ ○ 
児童家

庭課 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

（６）安心できる居場所が確保されること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもの居

場所の提供 

学童クラブ

運営 

保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校に通う子どもに、遊びや

生活の場を提供し、健全な育成を図

る。 

○ ○ 
児童家

庭課 

児童センタ 

ー運営 

子どもの居場所となり、必要に応じ

て子育て家庭に対する相談・援助を

行い、子どもの安定した日常の生活

を支援する。 

また、児童センター未整備地域にお

ける児童センターの整備を計画的に

行っていく。 

○ ○ 
児童家

庭課 

不登校児童

生徒への適

応指導や保

護者への支

援 

不登校対策 

・教育相談

事業 

不登校児童生徒の学校復帰と社会的

自立を支援するため、保護者や学校、

関係機関と連携して、ひきこもりや

不登校児童生徒の解消と未然防止を

図る。また、学校や家庭の問題で悩

んでいる子ども及びその保護者を対

象に、面談や家庭訪問による相談支

援を行い、問題の早期解決を図る。 

○ ○ 
青少年

課 

 

４ 参加する施策の推進 

 

 子どもが自ら社会に参加するために、自分で意見を表明したり仲間と集うことができるな

どの各種施策を推進します。 

 

（１）家庭、育ち学ぶ施設、地域等の場で自分の意見を表明すること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

意見表明へ

の支援 

小・中学校

教育振興 

子どもの生活の場である家庭や学校

において、子どもが安心して自らの

意思や意見を表しやすいように配慮

する。 

○ ○ 
学校教

育課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

子どもの参

加の促進 

市民参加推

進事業 

市民参加手続き（ワークショップ、

パブリックコメント、審議会等、市

民説明会、市民政策提案、市民の声）

の実施を推進することにより、子ど

もを含めた市民の参加を促進する。 

○ ○ 
行政推

進課 

図書館サー

ビス提供事

業 

「読書まつり」、「古本ばくりっこ」

などの図書館事業に子どもスタッフ

として参加し、自主的、積極的に企

画運営に携わる。 

○   図書館 

児童センタ 

ー運営 

児童センターまつりで子どもが自ら

実行委員となり、自主的、積極的に

発案・企画し運営する場を提供する。 

○   
児童家

庭課 

中央公民館

活動推進事

業 

公民館子どもまつりの開催の際、内

容を自ら発案・企画し運営する場を

提供する。 

○   
社会教

育課 

公園施設長

寿命化対策

支援事業 

公園遊具の整備・改修の際に、地域

との意見交換会の開催を子どもに周

知することにより、子どもの参加を

促す。 

○  
都市整

備課 
街区公園整

備事業 

子どもの権

利擁護事業 

市で行う各種事業や一般向けに子ど

もの参加についてのガイドを作成す

る等の方法により、子どもの参加を

促進する。 

○ ○ 
児童家

庭課 

 

（２）表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなされること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

参加した結

果の公表 

市民参加推

進事業 

市政に関する意見、提案等を市民参

加手続きの結果として公表し、市民

が分かりやすい表現となるよう配慮

する。 

○ ○ 
行政推

進課 
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施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

意見反映の

機会の提供

と支援 

小・中学校

教育振興 

子どもが置かれている状況によって 

、意見の表明や参加について支障の

ないように、社会に参加するための

年齢や成長に応じた適切な配慮を受

けられるようにする。 

○   
学校教

育課 

図書館サー

ビス提供事

業 

予約・リクエストを通して子どもが

読みたい本、関心のある本等を把握

し、子どもの要望を反映させていく。 

○   図書館 

児童センタ 

ー運営 

児童センターまつりで子ども実行委

員が、自発的によりよいものとなる

よう考えていくために必要な支援を

行う。 

○   
児童家

庭課 

中央公民館

活動推進事

業 

公民館子どもまつりの開催の際、異

世代との交流のほか、より多くの参

加者を募るよう工夫した運営を行う

機会を提供する。 

○ ○ 
社会教

育課 

 

（３）仲間をつくり、仲間と集うこと 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

仲間づくり

の支援 

小・中学校

教育 

子どもが自ら仲間をつくり、その仲

間と企画し、自分たちの意思で集ま

り行動することができるように推進

する。 

○   
学校教

育課 

児童センタ 

ー運営 

児童センターの事業の内容を、より

多くの仲間と親しみ、一緒に活動で

きるようなものとしていく。 

○   
児童家

庭課 
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（４）情報提供等の適切な支援を受けられること 

 

施策の項目 事務事業名 取り組み 児童 
保護者・

地域 
所管課 

情報提供の

支援 

小・中学校

教育 

子どもが置かれている状況によって 

、意見の表明や参加について支障の

ないように、社会に参加するための

情報や資料の提供等の適切な支援を

受けられるようにする。 

○   
学校教

育課 

主体的な情

報取得の支

援 

図書館サー

ビス提供事

業 

子どもの主体的な学びを支援するた

め、図書や新聞などの資料を用いた

「調べる学習」を支援していく。 

○   図書館 

子どもの権

利に関する

広報啓発活

動の推進 

子どもの権

利擁護事業 

子どもが自ら社会に参加するために

自分にとって必要な情報などを得ら

れるよう、広報や講座などの啓発活

動を行う。 

○ ○ 
児童家

庭課 
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第５章 計画の推進と評価 

 

１ 計画の推進体制 

 

 本計画は、本市の子どもに関する施策全般にわたるため、計画の推進に当たっては、人権、

福祉、保健、教育などの各部門と連携して事業を行い、進捗を管理していきます。 

 また、すべての市民が子どもの権利の重要性を認識し、子どもの権利の保障を推進してい

くことが大切です。このことから、地域の各種関係団体などと連携をしながら、施策を推進

していきます。 

 

２ 計画の評価・検証 

 

 子どもの権利に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、北広島市子どもの権利

推進委員会において進捗状況の評価、検証を行います。あわせて、子どもの意識を確認して

いきます。 

 計画期間は３年ですが、時代の状況に応じ、より良い施策のあり方について、適宜、調査、

研究を行っていくとともに、見直しの必要が生じた場合は見直しを行っていくこととします。 
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参考資料 

 

１ 北広島市子どもの権利条例（平成 24 年北広島市条例第 23 号） 

 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 5 条) 

第 2 章 子どもの権利(第 6 条―第 10 条) 

第 3 章 子どもの生活の場における権利の保障(第 11 条―第 15 条) 

第 4 章 子どもの参加の促進(第 16 条・第 17 条) 

第 5 章 相談及び救済(第 18 条―第 22 条) 

第 6 章 施策の推進(第 23 条―第 25 条) 

第 7 章 子どもの権利の保障の推進(第 26 条) 

第 8 章 雑則(第 27 条) 

附則 

 

全ての子どもは、生まれたときから尊ばれ、世界でただ一人のかけがえのない存在として、

幸せに生きる権利を持っています。この権利は、人間が長い歴史の中で大変な努力をして手

にしてきたものです。 

子どもの権利が守られるためには、平和で豊かな環境と大人の深い愛情や理解が必要です。

また、子ども自身が、自分の権利を正しく理解し、自分で判断し、意見を述べ、自信と誇り

を持って生きることが大切です。これらの経験を通して、他の人の権利を大切にし、互いに

尊重し合う力を身に付け、責任を持って行動できる大人へと成長していきます。 

大人は、子どもを差別や暴力から守り、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け止

め、子どもの最善の利益のために、共に考え、支えていく責任があります。 

子どもは、大人と共に北広島市をつくっていくパートナーです。子どもが参加し、子ども

の視点を大切にしてつくられたまちは、全ての人にとってやさしいまちとなります。子ども

は、社会の一員として尊重され、大人と共に北広島市のまちづくりを担っていきます。 

私たちは、北広島市が平和を願うまちであることに誇りを持っています。平和を願うまち

北広島市において、子どもは、これからの社会を築いていく未来への希望であり、平和の灯

をいつまでも絶やさないために、大切に育んでいかなければなりません。 

私たち北広島市民は、子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまちを目指し、日本国憲

法及び児童の権利に関する条約の理念に基づき、北広島市子どもの権利条例を制定します。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、子どもの健やかな成長を願い、子どもの権利の保障について必要な
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事項を定めることにより、子どもにとって最善の利益が尊重され、子どもが幸せに暮らせ

るまちづくりを進めることを目的とします。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによります。 

(1) 子ども 市内に居住し、又は通学し、若しくは通勤する 18 歳未満の者その他これ

らの者と等しく権利を認めることが適当である者をいいます。 

(2) 保護者 親、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に規定する里親その他親に代わ

り子どもを養育する者をいいます。 

(3) 育ち学ぶ施設 児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和 22 年法律第

26 号)に規定する学校、専修学校及び各種学校その他の施設のうち、子どもが育ち、学

ぶために通学し、通所し、入所し、又は利用する施設をいいます。 

(4) 施設関係者 育ち学ぶ施設の設置者、管理者、職員等をいいます。 

(5) 市民 市内に居住し、又は市内で活動する者をいいます。 

(責務) 

第 3 条 市は、子どもの権利を尊重し、施策において、その保障に努めなければなりませ

ん。 

2 保護者は、子どもの成長と養育について第一義的責任があることを認識し、子どもの権

利の保障に努めなければなりません。 

3 施設関係者は、育ち学ぶ施設において、子どもの権利の保障に努めなければなりません。 

4 事業者は、雇用している子どもの権利の保障に努めなければなりません。 

5 市民は、子どもに関わる場や機会において、子どもの権利の保障に努めなければなりま

せん。 

6 市、保護者、施設関係者、事業者及び市民は、互いに連携して子どもの権利の保障に努

めなければなりません。 

(権利の普及等) 

第 4 条 市は、子どもの権利に対する市民の理解を深めるため、その普及に努めるものと

します。 

2 市は、家庭、育ち学ぶ施設及び地域において、子どもの権利についての教育や学習が行

われるよう、必要な支援に努めるものとします。 

3 市は、子ども自身による子どもの権利に関する学習について、必要な支援に努めるもの

とします。 

(子どもの権利月間) 

第 5 条 市は、子どもの権利について市民の関心を高め、理解を深めるため、北広島市子

どもの権利月間(以下「子どもの権利月間」といいます。)を設けます。 

2 子どもの権利月間は、11 月とします。 

3 市は、子どもの権利月間の趣旨にふさわしい事業を行うものとします。 

第 2 章 子どもの権利 
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(子どもにとって大切な権利) 

第 6 条 この章に定める権利は、子どもが成長していくために、特に大切なものとして保

障されなければなりません。 

2 子どもは、自分の権利が尊重されるのと同じように、他人の権利を尊重しなければなり

ません。 

(安心して生きる権利) 

第 7 条 子どもは、安心して生きるために、主に次のことが保障されなければなりません。 

(1) 平和と安全な環境の下で生活すること。 

(2) 自分の命がかけがえのないものとして守られ、尊重されること。 

(3) 愛情と理解をもって育まれること。 

(4) 健康に配慮され、適切な医療が受けられること。 

(5) 差別、暴力、いじめ及び不当な不利益を受けないこと。 

(守り、守られる権利) 

第 8 条 子どもは、自分を守り、自分が守られるために、主に次のことが保障されなけれ

ばなりません。 

(1) 権利の侵害から逃れられ、権利の侵害を受けたときに支援や救済を求めること。 

(2) 危険から身が守られること。 

(3) 個性が認められ、人格が尊重されること。 

(4) プライバシーが守られること。 

(5) 誇りを傷つけられないこと。 

(6) 子どもであることを理由に不当な扱いを受けないこと。 

(7) 自分が持っている能力を伸ばすための必要な支援を受けること。 

(8) 自分に関することを決めるとき、適切な支援を受けること。 

(9) 障がいのある子どもが、尊厳を保ち、自立の促進及び社会への積極的な参加が図ら

れること。 

(10) 国籍、民族、言語等において少数の立場の子どもが、自分の文化等に親しみ、学び、

又は表現することが尊重されること。 

(健やかに育つ権利) 

第 9 条 子どもは、自分を豊かにし、健やかに育つために、主に次のことが保障されなけ

ればなりません。 

(1) 学ぶことを通して人間的発達を目指すこと。 

(2) 遊ぶことを通して良好な人間関係を築くこと。 

(3) 文化、芸術、スポーツ及び自然に親しむこと。 

(4) 自分の将来を決めること。 

(5) 自分の幸せな未来の実現に向けて、必要な情報を得ること。 

(6) 安心できる居場所が確保されること。 

(参加する権利) 

第 10 条 子どもは、自ら社会に参加するために、主に次のことが保障されなければなりま
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せん。 

(1) 家庭、育ち学ぶ施設、地域等の場で自分の意見を表明すること。 

(2) 表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなされること。 

(3) 仲間をつくり、仲間と集うこと。 

(4) 情報提供等の適切な支援を受けられること。 

第 3 章 子どもの生活の場における権利の保障 

(家庭における権利の保障) 

第 11 条 保護者は、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えて、子どもの年齢や

発達に応じた養育に努めなければなりません。 

2 保護者は、子どもの気持ちや考えを受け止め、それに応えていくとともに、子どもと十

分に話し合うことに努めなければなりません。 

(育ち学ぶ施設における権利の保障) 

第 12 条 施設関係者は、育ち学ぶ施設が子どもの豊かな人間性と多様な能力を育むために

重要な役割を果たすことを認識し、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えて、

子どもの年齢や発達に応じた支援や指導に努めなければなりません。 

2 施設関係者は、子どもの権利について学ぶ機会を設けるよう努めなければなりません。 

(地域における権利の保障) 

第 13 条 市民は、地域において、子どもの権利が保障され、子どもが健やかに成長してい

くことができるよう必要な支援に努めるものとします。 

2 市民は、地域において、子どもを育てるという意識を持ち、子どもを見守り、子どもが

安心して過ごすことができるよう努めるものとします。 

(地域における子どもの居場所) 

第 14 条 市及び市民は、地域において、子どもが安全に安心して過ごすことができるよう

子どもの居場所づくりに努めるものとします。 

(虐待等の禁止) 

第 15 条 何人も、子どもに対して虐待及び体罰を行ってはなりません。 

2 何人も、いじめの防止に努めなければなりません。 

第 4 章 子どもの参加の促進 

(子どもの参加の促進) 

第 16 条 市は、まちづくり及び施策について、子ども会議の開催等子どもが意見を表明し、

参加する機会を設けるよう努めるものとします。 

2 施設関係者は、育ち学ぶ施設の行事、運営等について、子どもが意見を表明し、参加す

る機会を設けるよう努めるものとします。 

3 市民は、地域活動について、子どもがその一員として意見を表明し、参加する機会を設

けるよう努めるものとします。 

(分かりやすい情報発信) 

第 17 条 市、施設関係者及び市民は、子どもの参加の促進を図るため、子どもに関する施

策、取組等について分かりやすい情報発信に努めるものとします。 
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第 5 章 相談及び救済 

(救済委員会) 

第 18 条 市は、子どもの権利の侵害に対して、迅速かつ適切な救済を図り、権利の回復を

支援するために、北広島市子どもの権利救済委員会(以下「救済委員会」といいます。)を

置きます。 

2 救済委員会は、次に掲げる事務を所掌します。 

(1) 子どもの権利の侵害に関する相談について、助言又は支援を行うこと。 

(2) 第21条第1項の規定に基づく子どもの権利の侵害に関する救済の申立てについて、

調査及び調整を行うこと。 

(3) 子どもの権利の侵害について、市長に対して、必要な措置を講ずることを求めるこ

と。 

3 救済委員会は、委員 3 人で組織します。 

4 救済委員会の委員(以下「救済委員」といいます。)は、人格が高潔で、人権、福祉、教

育等の子どもの権利に関する分野において識見を有する者のうちから市長が委嘱します。 

5 救済委員の任期は、3 年とします。ただし、救済委員が欠けた場合における補欠の救済

委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

6 救済委員は、再任されることができます。 

7 市長は、救済委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は職務上

の義務違反その他明らかに救済委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、第

4 項の規定による委嘱を解くことができます。 

8 救済委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様

とします。 

9 前各項に定めるもののほか、救済委員会に関し必要な事項は、規則で定めます。 

(市長が行う措置) 

第 19 条 市長は、救済委員会から前条第 2 項第 3 号の規定による求めがあったときは、

関係する市の機関に対し勧告、指示又は命令(以下「勧告等」といいます。)を、市の機関

以外のものに対し是正要請を行うことができます。 

2 市長は、勧告等を受けた市の機関に対し、その勧告等に基づき講じた措置について、報

告を求めることができます。 

3 市長は、必要に応じ、第 1 項の規定による勧告等及び前項の規定による市の機関からの

措置の報告について、その内容を公表することができます。 

(救済委員会への協力) 

第 20 条 市の機関は、救済委員会の活動に対し、支援しなければなりません。 

2 市の機関以外のものは、救済委員会の活動に対し、協力するよう努めるものとします。 

(相談及び救済の申立て) 

第 21 条 何人も、子どもの権利の侵害について、救済委員会に対し、相談及び救済の申立

てを行うことができます。 

2 救済の申立ては、文書又は口頭で行います。 
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(相談員の設置) 

第 22 条 救済委員会の活動を補佐するため、北広島市子どもの権利相談員(以下「相談員」

といいます。)を置きます。 

2 相談員は、子どもの権利に関する分野において識見を有する者のうちから市長が任用し

ます。 

第 6 章 施策の推進 

(関係機関等との連携) 

第 23 条 市は、救済委員会によるもののほか、子どもの権利の侵害の防止、相談及び救済

について、関係機関等と連携を図り、必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

(施策の推進) 

第 24 条 市は、子どもにとって最善の利益が尊重され、子どもが幸せに暮らせるまちづく

りを進めるため、子どもの権利について必要な施策を推進するものとします。 

2 市は、保護者が安心して子育てができるよう必要に応じた支援に努めるものとします。 

(推進計画の策定) 

第 25 条 市は、子どもの権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、北広島市

子どもの権利に関する推進計画(以下「推進計画」といいます。)を策定します。 

第 7 章 子どもの権利の保障の推進 

(子どもの権利推進委員会の設置) 

第 26 条 市は、子どもの権利に関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進する

ため、北広島市子どもの権利推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を置きます。 

2 推進委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらの事項に

関し自ら必要と認めるものについて、市長に意見を申し出ることができます。 

(1) 推進計画の策定又は変更に関すること。 

(2) 子どもの権利に関する施策の実施に関すること。 

3 推進委員会は、委員 10 人以内で組織します。 

4 推進委員会の委員(以下「推進委員」といいます。)は、人権、福祉、教育等の子どもの

権利に関する分野において識見を有する者及び公募に応じた市民のうちから市長が委嘱

します。 

5 推進委員の任期は、3 年とします。ただし、推進委員が欠けた場合における補欠の推進

委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

6 推進委員は、再任されることができます。 

7 前各項に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、規則で定めます。 

第 8 章 雑則 

(委任) 

第 27 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。 

附 則 

この条例は、平成 24 年 12 月 1 日から施行します。ただし、第 5 章、第 25 条及び第

7 章の規定は、平成 25 年 4 月 1 日から施行します。 
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２ 北広島市子どもの権利条例施行規則（平成 24 年北広島市規則第 31 号） 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、北広島市子どもの権利条例(平成 24 年北広島市条例第 23 号。以下

「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。 

(用語) 

第 2 条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。 

(18 歳未満の者と等しく権利を認めることが適当である者) 

第 3条 条例第2条第1号のその他これらの者と等しく権利を認めることが適当である者

とは、年齢が 18 歳又は 19 歳の者であって、18 歳未満の者が通学し、通所し、又は入

所する育ち学ぶ施設に通学し、通所し、又は入所するものとします。 

(救済委員会の会長) 

第 4 条 救済委員会に会長を置き、救済委員の互選によってこれを定めます。 

2 救済委員会の会長(次項及び次条において「会長」といいます。)は、救済委員会の会務

を総理し、救済委員会を代表します。 

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する救済委員

がその職務を代理します。 

(救済委員会の会議) 

第 5 条 救済委員会の会議は、会長が招集します。 

2 会長は、救済委員会の会議の議長となります。 

3 救済委員会の会議の議事は、救済委員 2 人以上の賛成をもって決します。 

(要保護児童対策調整機関に対する通知) 

第 6 条 救済委員会は、条例第 21 条第 1 項の規定に基づく相談及び救済の申立てが要保

護児童対策地域協議会(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 25 条の 2 第 1 項に規

定する要保護児童対策地域協議会をいいます。)の所掌事項に関するものであるときは、

要保護児童対策調整機関(同法第25条の2第4項の規定に基づき市長が指定した要保護

児童対策調整機関をいいます。)に対し、速やかにその旨を通知するものとします。 

(調査) 

第 7 条 救済委員会は、条例第 21 条第 1 項の規定に基づく救済の申立て(以下「救済の申

立て」といいます。)があったときは、その救済の申立てについて調査を行うものとしま

す。 

2 救済委員会は、救済に関わる子ども又はその保護者以外の者から行われた救済の申立て

について調査を行うときは、その子ども又は保護者の同意を得なければなりません。ただ

し、その子どもが置かれている状況を考慮し、救済委員会がその同意を得る必要がないと

認めるときは、この限りでありません。 

3 救済委員会は、救済の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、調

査を行わないものとします。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事案又は判決、裁決等を求め、現に
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係争中の事案に関するものであるとき。 

(2) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関するものであるとき。 

(3) 救済の申立ての原因となった事実のあった日から 3 年を経過しているとき。 

(4) 前項の同意が得られないとき(同項ただし書の規定に該当するときを除きます。)。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、調査を行うことが適当でないとき。 

4 救済委員会は、前項の規定により救済の申立てについて調査を行わないときは、その救

済の申立てを行った者(以下「申立人」といいます。)に対し、理由を付してその旨を速や

かに通知しなければなりません。 

(調査の中止等) 

第 8 条 救済委員会は、調査を開始した後において、前条第 3 項各号のいずれかに該当す

ることとなったとき、又は調査の必要がないと認めるときは、その調査を中止し、又は打

ち切ることができます。 

2 救済委員会は、調査を中止し、又は打ち切ったときは、その調査に係る申立人及び前条

第 2 項に規定する同意を得た者(以下「申立人等」といいます。)に対し、理由を付してそ

の旨を速やかに通知しなければなりません。 

(市の機関に対する調査等) 

第 9 条 救済委員会は、市の機関に対し調査を行うときは、あらかじめその機関に対し、

その旨を通知しなければなりません。 

2 救済委員会は、調査のため必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害に関する救

済を図るために必要な限度において、市の機関に対し、資料の提出、説明等を求めること

ができます。 

3 救済委員会は、市の機関に対する調査の結果必要があると認めるときは、子どもの権利

の侵害に関する救済を図るための調整(以下「調整」といいます。)を行うことができます。 

4 救済委員会は、市の機関に対する調査及び調整の結果について、申立人等に対し、速や

かに通知するものとします。 

(市の機関以外のものに対する調査等) 

第 10 条 救済委員会は、調査のため必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害に関

する救済を図るために必要な限度において、市の機関以外のものに対し、資料の提出、説

明等について協力を求めることができます。 

2 救済委員会は、市の機関以外のものに対する調査の結果必要があると認めるときは、調

整を行うことについて協力を求めることができます。 

3 救済委員会は、市の機関以外のものに対する調査及び調整の結果について、申立人等に

対し、速やかに通知するものとします。 

(救済申立書) 

第 11 条 条例第 21 条第 2 項に規定する文書による救済の申立ては、救済申立書(別記第

1 号様式)により行うものとします。 

2 救済委員は、条例第 21 条第 2 項に規定する口頭による救済の申立てがあったときは、

救済申立書の記載事項を聴き取りし、救済申立書に記録するものとします。 
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(身分証明書の携帯等) 

第 12 条 救済委員及び相談員は、救済の申立てについて調査又は調整を行うときは、その

身分を示す証明書(別記第 2 号様式)を携帯し、その調査又は調整に係る関係者から提示を

求められたときは、これを提示しなければなりません。 

(活動状況の報告) 

第 13 条 救済委員会は、毎年度、その活動状況について市長に報告するとともに、これを

公表するものとします。 

(救済委員会の運営に係る事項の委任) 

第 14 条 第 4 条から前条までに定めるもののほか、救済委員会の運営に関し必要な事項

は、市長が別に定めます。 

(推進委員会の会長及び副会長) 

第 15 条 推進委員会に会長及び副会長 1 人を置き、推進委員の互選によってこれを定め

ます。 

2 推進委員会の会長(次項及び次条から第 17 条までにおいて「会長」といいます。)は、

推進委員会を代表し、推進委員会の会務を総理します。 

3 推進委員会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理します。 

(推進委員会の会議) 

第 16 条 推進委員会の会議は、会長が招集します。 

2 会長は、推進委員会の会議の議長となります。 

3 推進委員会は、推進委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。 

4 推進委員会の会議の議事は、出席した推進委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによります。 

5 会長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に推進委員以外の者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができます。 

(部会) 

第 17 条 推進委員会は、必要に応じて、部会を置くことができます。 

2 部会に属すべき推進委員は、会長が指名します。 

3 部会に部会長を置き、その部会に属する推進委員の互選によってこれを定めます。 

4 部会長は、その部会の事務を掌理します。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する推進委員のう

ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理します。 

6 前条の規定は、部会について準用します。 

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得

て定めます。 

(推進委員会の運営に係る事項の委任) 

第 18 条 第 15 条から前条までに定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項

は、会長が推進委員会に諮って定めます。 
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(委任) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めます。 

附 則 

この規則は、平成 24 年 12 月 1 日から施行します。ただし、第 4 条から第 17 条まで

の規定は、平成 25 年 4 月 1 日から施行します。 

附 則(平成 24 年規則第 40 号) 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

別記第 1 号様式(第 11 条関係) 略 

別記第 2 号様式(第 12 条関係) 略 
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３ 北広島市子どもの権利推進委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 氏 名 所 属 

人権 福与 春美 人権擁護委員 

福祉 

只石 智子 主任児童委員 

堀 允千 社会福祉法人聖母会 児童養護施設 天使の園（児童指導員） 

斉藤 圭美 北広島市しょうがい児者を持つ親の会（副会長） 

教育 

大西 二生 
北広島市小中学校校長会（広葉中学校校長） 

（～平成２６年３月３１日） 

吉川 雅樹 
北広島市小中学校校長会（西の里中学校校長） 

（平成 26 年 4 月 1 日～） 

中川 幹彦 北広島市小中学校教頭会（北の台小学校教頭） 

新見 大陸 北広島市ＰＴＡ連合会（会長） 

渡辺 憲介 学識経験者（札幌学院大学教授） 

公募 

矢﨑 美香  

杉村 恵利子  
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４ 計画策定経過 

 

平成 25 年 4 月 1 日 北広島市子どもの権利条例全面施行 

7 月 12 日 平成 25 年度第 1 回子どもの権利推進委員会 

 委嘱状の交付、会長・副会長の選出、諮問、会議の公開につ

いて、会議録署名委員について、北広島市子どもの権利推進委

員会の活動内容の説明、その他 

10 月 3 日 平成 25 年度第 2 回子どもの権利推進委員会 

 推進計画策定スケジュールについて、計画期間について、推

進計画の体系について、その他 

11 月 28 日 平成 25 年度第 3 回子どもの権利推進委員会 

 権利体系ごとの施策の方向について①、その他 

平成 26 年 2 月 9 日 平成 25 年度第 4 回子どもの権利推進委員会 

 権利体系ごとの施策の方向について②、その他 

4 月 25 日 平成 26 年度第 1 回子どもの権利推進委員会 

 委嘱状の交付、権利体系ごとの施策の方向について（前回の

意見等による修正、権利３について、権利４について）、その他 

8 月 29 日 平成 26 年度第 2 回子どもの権利推進委員会 

 権利体系ごとの施策の方向について（前回の意見等による修

正）、計画で推進する施策の体系について、子どもの意見聴取に

ついて（実態・意識調査について、その他） 

10 月 1 日 平成 26 年度第 3 回子どもの権利推進委員会 

 北広島市子どもの権利に関する推進計画（骨子案）について、

子どもの権利イメージキャラクターの審査について 

11 月 7 日 平成 26 年度第 4 回子どもの権利推進委員会 

 北広島市子どもの権利に関する推進計画（骨子案）の一部修

正について、答申書（案）について 

12 月 19 日 答申 
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～この調査票をご覧になった保護者の方へ～ 

●アンケート用紙をお送りする方の選び方 

 ・調査の対象者は、４月１日現在で９歳から１７歳までの方の中から、1,000 人を、かたよりが

ないように、くじ引きのような方法（無作為抽出）で選びました。 

●プライバシーには十分注意します 

 ・この用紙や返信用の封筒にお子様の名前や住所を書く必要はありません。 

 ・回答の結果は、数字でまとめますので、お子様が答えた内容を、他の人に知られることはあり

ません。 

 ・このアンケートを目的以外に使うことはありません。 

●お子様本人がお答えください 

 ・この用紙が入っていた封筒のあて先に書かれている名前のお子様が、思っていることや考えて

いることを自由に書くようにお伝えください。 

５ 子どもに関する実態・意識調査（小学生用） 

子どもに関
かん

する実態
じったい

・意識
い し き

調査
ちょうさ

「小学生用」へのご協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い 

 

 北
きた

広島市
ひろしまし

は、子どもが夢
ゆめ

と希望
き ぼ う

をもち、幸
しあわ

せに暮
く

らせるまちを目指
め ざ

すため、きまりとし

て「子どもの権利
け ん り

条例
じょうれい

」をつくりました。 

 この調査
ちょうさ

（アンケート）は、みなさんが日々
ひ び

どんな思いをもってすごしているのかをお聞

きするもので、子どもに関する北
きた

広島市
ひろしまし

のまちづくりを考えるための参考
さんこう

にしたいと考えて

います。今回、お送りしたのは、その調査票
ちょうさひょう

（この用紙）と返信用
へんしんよう

の封筒
ふうとう

です。 

 突然
とつぜん

のお願
ねが

いではありますが、ご協 力
きょうりょく

くださいますよう、よろしくお願
ねが

いします。 

 

回 答 の し か た 

１ 全部
ぜ ん ぶ

答えられなくてもかまいませんので、答えられるところだけ書いてください。 

２ 自分の答えを自分で書いてください。 

３ 答えを書くときは、えんぴつか黒または青のボールペンなどを使用してください。 

４ 答えは、あてはまる番号
ばんごう

を○でかこんでください。 

５ 答えの○の数は、問
と

いごとにちがいます。（例：「１つだけ」「あてはまるものにいく

つでも」） 

６ 「その他（    ）」をえらんだら、かっこの中にできるだけ内容
ないよう

を書いてください。 

７ この用紙や返信用
へんしんよう

の封筒にあなたの名前や住所を書かないでください。 

８ 書き終わったら、この調査票
ちょうさひょう

を、いっしょに入っている封筒
ふうとう

に入れ、10 月 17 日（金）

までに、郵便
ゆうびん

ポストに入れてください（切手は必要
ひつよう

ありません）。 

問い合わせ：北
きた

広島市
ひろしまし

保健
ほ け ん

福祉部
ふ く し ぶ

児童
じ ど う

家庭課
か て い か

（372-3311内線
ないせん

899） 
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あなたのことについてお聞きします 

 

問１ あなたの性別
せいべつ

に○をつけてください。 

１ 男     ２ 女 

 

問２ あなたの学年に○をつけてください。 

１ 小学４年生   ２ 小学５年生   ３ 小学６年生 

 

問３ あなたはどこの小学校の区域
く い き

にお住まいですか。あてはまるものに１つだけ○をつけ

てください。 

１ 東部小学校 

４ 大曲小学校 

７ 北の台小学校 

２ 西部小学校 

５ 双葉小学校 

８ 大曲東小学校 

３ 西の里小学校（分校含む） 

６ 緑ヶ丘小学校 

 

 

あなたのふだんの生活についてお聞きします 

 

問４ あなたがふだんの生活の中で、一番「ほっ」とでき、安心していられるのはどのよう

なところですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 家で家族とすごす部屋 

３ 学校の教室 

５ 学校の図書室など 

７ 友だちの家 

９ 児童
じ ど う

センターなど、屋内
おくない

で友だちと過

ごす場所 

12 とくにない 

２ 自分の部屋 

４ 学校の保健
ほ け ん

室 

６ 図書館（学校以外） 

８ 公園など、屋外
おくがい

で友だちとすごす場所 

10 塾
じゅく

、習い事やスポーツクラブ 

11 その他（            ） 
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問５ あなたは、日ごろの生活の中で、何かこまっていることや、いやなこと、なやみごと

がありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 親との関係
かんけい

 

３ 友だちとの関係
かんけい

（いじめ以外） 

５ 勉強のこと 

７ 習い事・サークルなどのこと 

９ 異性
い せ い

とのこと 

11 とくになやみや心配ごとはない 

２ 兄弟姉妹との関係
かんけい

 

４ いじめのこと 

６ 先生との関係
かんけい

 

８ 自分の体や性格
せいかく

のこと 

10 その他（             ） 

 

問６ あなたは、なやみごとをだれに相談しますか。あてはまるものに１つだけ○をつけて

ください。 

１ お父さん 

４ 兄弟姉妹 

２ お母さん 

５ 友だち 

３ おじいさん・おばあさん 

６ 学校の先生 

７ 先生以外の学校にいる人 

９ 児童
じ ど う

センターの職員
しょくいん

 

11 メールやインターネットでの友だち 

13 わからない 

８ 塾
じゅく

、習いごとやサークルの先生 

10 電話相談などの相談員 

12 その他（             ） 

14 だれにも相談しない 

 

問７ あなたは、自分自身のことについて、どのように思っていますか。それぞれ、あては

まるものに１つだけ○をつけてください。 

 そう思う まあそう思う 
あまりそう 

思わない 
そう思わない 

１ 自分のことが好

きだ 
１ ２ ３ ４ 

２ 自分を大切に思

ってくれる人がい

る 

１ ２ ３ ４ 

３ 自分は他人から

必要とされている 
１ ２ ３ ４ 

４ ほかのだれかや

社会のために何か

をしてあげたい 

１ ２ ３ ４ 
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あなたが体験したことなどについてお聞きします 

 

問８ あなたは、この１年間で、住んでいる地域
ち い き

で次のような活動に参加
さ ん か

したことや、行動

をしたことがありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ お祭り 

３ 昔遊びを教えてもらうイベント 

５ 外国の人とふれあう活動 

７ 障
しょう

がいのある人とふれあう活動 

９ まったくしたことがない 

２ スポーツなどのイベント 

４ 清掃
せいそう

や防災
ぼうさい

などの活動 

６ お年よりとふれあう活動 

８ その他（             ） 

 

問９ あなたは、北
きた

広島市
ひろしまし

にある次の施設
し せ つ

のうち、利用
り よ う

したことがあるものはどれですか。

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 児童
じ ど う

センター 

３ 公園 

５ キャンプ場 

７ 体育館、プール、球場 

９ 利用
り よ う

したことはない 

２ 芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

ホール（花ホール） 

４ 図書館・図書室（学校の外にあるもの） 

６ 地区
ち く

センターなどの会館 

８ その他（             ） 

 

あなたとくらしているお父さんやお母さんなど保護者
ほ ご し ゃ

についてお聞きします 

 

問 10 あなたといっしょにくらしている保護者
ほ ご し ゃ

の中で、よく話をするのはだれですか。あ

てはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ お父さん ２ お母さん ３ おじいさん・おばあさん 

４ いっしょにくらす施設
し せ つ

の職員
しょくいん

 

６ ほとんど話をしない 

５ その他（             ） 

  

問 11 あなたといっしょにくらしている保護者
ほ ご し ゃ

の中で、ふだん、あなたのことをよく分か

ってくれていると思う人はだれですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ お父さん ２ お母さん ３ おじいさん・おばあさん 

４ いっしょにくらす施設
し せ つ

の職員
しょくいん

 

６ 分かってくれていると思う人はいない 

５ その他（             ） 
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問 12 あなたと話をするときの保護者
ほ ご し ゃ

のことで、次のような不満
ふ ま ん

を感じたことがあります

か。それぞれ、もっとも近いものに○をつけてください。 

 よ
く
あ
る 

と
き
ど
き
あ
る 

あ
ま
り
な
い 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

１ 話をまじめに聞いてくれない １ ２ ３ ４ ５ 

２ けなしたり、ばかにしたりする １ ２ ３ ４ ５ 

３ あなたの意見を聞かずに、自分の意見をおしつける １ ２ ３ ４ ５ 

４ 態度
た い ど

や、服装
ふくそう

、友だちのことで、口うるさく注意する １ ２ ３ ４ ５ 

５ その時の気分で態度
た い ど

がかわる １ ２ ３ ４ ５ 

 

こまったときに相談などができるところについてお聞きします 

 

問 13 北
きた

広島
ひろしま

市
し

内にある、子どもが相談をできるところのうち、次の中にあなたが知って

いるところや、利用
り よ う

したことのあるところはありますか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

１ 子どもの権利
け ん り

相談 

３ 子ども相談電話 

５ 子どもサポートセンター 

７ 法務局
ほうむきょく

子どもの人権
じんけん

110 番 

２ 家庭児童
じ ど う

相談室 

４ エンゼルキッズこども家庭支援
し え ん

センター 

６ 教育相談電話 

８ 心の教室 

９ 知っているところ、利用
り よ う

したことのあるところはない 
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問 14 あなたはどのようなところであれば、相談してみようと思いますか。あてはまるも

のにいくつでも○をつけてください。 

１ どんな話でも聞いて受け止めてくれるところ 

２ 放課後
ほ う か ご

、土日に電話などで相談できるところ 

３ ひみつが守られるところ 

４ 自分と年齢
ねんれい

の近い話し相手がいるところ 

５ こまったときに、かけこめるところ、逃
に

げこめるところ 

６ 自分の気持ちや意見を代わりに話してくれるところ 

７ 問題の解決
かいけつ

方法
ほうほう

を教えてくれるところ 

８ 学校や施設
し せ つ

の職員
しょくいん

などと協 力
きょうりょく

して、いっしょに解決
かいけつ

をしてくれるところ 

９ とくに相談してみようとは思わない 

10 その他（                                 ） 

 

 

子どもの権利
け ん り

についてお聞きします 

 

問 15 子どもが夢
ゆめ

と希望
き ぼ う

をもち、幸
しあわ

せにくらせるために守られなければならない権利
け ん り

を

「子どもの権利
け ん り

」といいます。北
きた

広島市
ひろしまし

では、子どもの権利
け ん り

をみんなで大切にするための

きまりとして、「子どもの権利
け ん り

条例
じょうれい

」をつくりました。 

  あなたは、子どもの権利
け ん り

条例
じょうれい

について、見たり聞いたりしたことがありますか。あて

はまるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 見たり聞いたりしたことがある →問 15-1 へ 

２ 見たり聞いたりしたことはない →問 16 へ 

 

＜問 15 で「１ 見たり聞いたりしたことがある」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 15-1 何で見たり聞いたりしましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１ パンフレット・チラシなど 

３ 新聞、テレビ、ラジオなど 

５ ホームページ 

７ 子どもの権利
け ん り

相談カード 

２ 学校の授業
じゅぎょう

 

４ 広報紙
こうほうし

 

６ 家族や友だちから 

８ その他（             ） 
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問 16 あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言うこ

とができますか。それぞれ、もっとも近いもの１つに○をつけてください。 

 言
う
こ
と
が
で
き
る 

だ
い
た
い
言
う
こ
と
が

で
き
る 

あ
ま
り
言
う
こ
と
が
で

き
な
い 

言
う
こ
と
が
で
き
な
い 

と
く
に
言
い
た
い
こ
と

が
な
い 

１ 家族の中の大事な物事やルールについて １ ２ ３ ４ ５ 

２ 学校行事の内容
ないよう

や進め方について １ ２ ３ ４ ５ 

３ 学校でのきまりごとについて １ ２ ３ ４ ５ 

４ 地域
ち い き

で行うお祭りやボランティア活動などについて １ ２ ３ ４ ５ 

 

インターネットについてお聞きします 

 

問 17 あなたは、パソコンや携帯
けいたい

電話（スマートフォン含む）でインターネットを利用
り よ う

し

ていますか（授業
じゅぎょう

などでの利用
り よ う

は除きます）。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。 

１ 携帯
けいたい

電話でもパソコンでも利用
り よ う

している 

２ 主に携帯
けいたい

電話で利用
り よ う

している         問 17-1 へ 

３ 主にパソコンで利用
り よ う

している 

４ 利用
り よ う

していない → 質問
しつもん

は終わりです。ありがとうございました。 

 

＜問 17 で「１～３」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 17-1 北
きた

広島市
ひろしまし

のホームページを利用
り よ う

したことがありますか。あてはまるものに１つだ

け○をつけてください。 

１ 利用
り よ う

したことがある ２ 利用
り よ う

したことはない 

３ 北
きた

広島市
ひろしまし

のホームページかどうかわからない 

 ありがとうございました。このアンケートの集計
しゅうけい

結果
け っ か

は、これから、北
きた

広島市
ひろしまし

が子ども

に関
かん

するまちづくりを考
かんが

えるための資料
しりょう

とします。 
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集計結果（端数処理の都合および無回答により、合計が一致しない場合があります） 

 

小学生（回答数 170） 

 

問１ 性別 

男 女 

84（49.4％） 86（50.6％） 

 

問２ 学年 

小学４年生 小学５年生 小学６年生 

56（32.9％） 73（42.9％） 41（24.1％） 

 

問３ 小学校の区域 

１ 東部小学校 20（11.8％） 

２ 西部小学校 22（12.9％） 

３ 西の里小学校（分校含む） 22（12.9％） 

４ 大曲小学校 22（12.9％） 

５ 双葉小学校 23（13.5％） 

６ 緑ヶ丘小学校 8（4.7％） 

７ 北の台小学校 26（15.3％） 

８ 大曲東小学校 27（15.9％） 

 

問４ あなたがふだんの生活の中で、一番「ほっ」とでき、安心していられるのはどのよう

なところですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 家で家族とすごす部屋 117（68.8％） 

２ 自分の部屋 25（14.7％） 

３ 学校の教室 6（3.5％） 

５ 学校の図書室など 3（1.8％） 

７ 友だちの家 4（2.4％） 

８ 公園など、屋外で友だちとすごす場所 6（3.5％） 

９ 児童センターなど、屋内で友だちとすごす場所 2（1.2％） 

10 塾、習い事やスポーツクラブ 2（1.2％） 

11 その他 2（1.2％） 

12 とくにない 3（1.8％） 

４ 学校の保健室、６ 図書館（学校以外） は０件 
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問５ あなたは、日ごろの生活の中で、何かこまっていることや、いやなこと、なやみごと

がありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 親との関係 8（4.7％） 

２ 兄弟姉妹との関係 10（5.9％） 

３ 友だちとの関係（いじめ以外） 18（10.6％） 

４ いじめのこと 6（3.5％） 

５ 勉強のこと 20（11.8％） 

６ 先生との関係 5（2.9％） 

７ 習い事・サークルなどのこと 5（2.9％） 

８ 自分の体や性格のこと 17（10.0％） 

９ 異性とのこと 0（0％） 

10 その他 1（0.6％） 

11 とくになやみや心配ごとはない 118（69.4％） 

 

問６ あなたは、なやみごとをだれに相談しますか。あてはまるものに１つだけ○をつけて

ください。 

１ お父さん 11（6.5％） 

２ お母さん 91（53.5％） 

３ おじいさん・おばあさん 1（0.6％） 

４ 兄弟姉妹 9（5.3％） 

５ 友だち 16（9.4％） 

６ 学校の先生 18（10.6％） 

７ 先生以外の学校にいる人 1（0.6％） 

８ 塾、習い事やサークルの先生 1（0.6％） 

12 その他 4（2.4％） 

13 わからない 14（8.2％） 

14 だれにも相談しない 15（8.8％） 

9 児童センターの職員、10 電話相談などの相談員、11 メールやインターネットでの

友だち は 0 件 
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問７ あなたは、自分自身のことについて、どのように思っていますか。それぞれ、あては

まるものに１つだけ○をつけてください。 

 そう思う 
まあ 

そう思う 

あまりそう 

思わない 

そう 

思わない 

１ 自分のことが好き 

 だ 
48（28.2％） 78（45.9％） 30（17.6％） 13（7.6％） 

２ 自分を大切に思っ

てくれる人がいる 
114（67.1％） 40（23.5％） 11（6.5％） 3（1.8％） 

３ 自分は他人から必

要とされている 
60（35.3％） 70（41.2％） 29（17.1％） 9（5.3％） 

４ ほかのだれかや社

会のために何かをし

てあげたい 

91（53.5％） 68（40.0％） 10（5.9％） 1（0.6％） 

 

問８ あなたは、この１年間で、住んでいる地域で次のような活動に参加したことや、行動

をしたことがありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

1 お祭り 150（88.2％） 

2 スポーツなどのイベント 50（29.4％） 

3 昔遊びを教えてもらうイベント 14（8.2％） 

4 清掃や防災などの活動 53（31.2％） 

5 外国の人とふれあう活動 22（12.9％） 

6 お年よりとふれあう活動 21（12.4％） 

7 障がいのある人とふれあう活動 40（23.5％） 

8 その他 9（5.3％） 

9 まったくしたことがない 9（5.3％） 
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問９ あなたは、北広島市にある次の施設のうち、利用したことがあるものはどれですか。

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 児童センター 75（44.1％） 

２ 芸術文化ホール（花ホール） 129（75.9％） 

３ 公園 157（92.4％） 

４ 図書館・図書室（学校の外にあるもの） 132（77.6％） 

５ キャンプ場 45（26.5％） 

６ 地区センターなどの会館 75（44.1％） 

７ 体育館、プール、球場 153（90.0％） 

８ その他 1（0.6％） 

９ 利用したことはない 1（0.6％） 

 

問 10 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、よく話をするのはだれですか。あ

てはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ お父さん 110（64.7％） 

２ お母さん 160（94.1％） 

３ おじいさん・おばあさん 39（22.9％） 

４ いっしょにくらす施設の職員 3（1.8％） 

５ その他 21（12.4％） 

６ ほとんど話をしない 2（1.2％） 

 

問 11 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、ふだん、あなたのことをよく分か

ってくれていると思う人はだれですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ お父さん 108（63.5％） 

２ お母さん 159（93.5％） 

３ おじいさん・おばあさん 40（23.5％） 

４ いっしょにくらす施設の職員 3（1.8％） 

５ その他 13（7.6％） 

６ 分かってくれていると思う人はいない 6（3.5％） 
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問 12 あなたと話をするときの保護者のことで、次のような不満を感じたことがあります

か。それぞれ、もっとも近いものに○をつけてください。 

 よくある 
ときどき 

ある 

あまり 

ない 
ない 

わから 

ない 

１ 話をまじめに聞いて

くれない 

5 

（2.9％） 

36 

（21.2％） 

21 

（12.4％） 

100 

（58.8％） 

6 

（3.5％） 

２ けなしたり、ばかにし

たりする 

7 

（4.1％） 

13 

（7.6％） 

22 

（12.9％） 

125 

（73.5％） 

2 

（1.2％） 

３ あなたの意見を聞か

ずに、自分の意見をおし

つける 

6 

（3.5％） 

20 

（11.8％） 

15 

（8.8％） 

120 

（70.6％） 

5 

（2.9％） 

４ 態度や、服装、友だち

のことで、口うるさく注

意する 

8 

（4.7％） 

20 

（11.8％） 

21 

（12.4％） 

116 

（68.2％） 

3 

（1.8％） 

５ その時の気分で態度

がかわる 

20 

（11.8％） 

29 

（17.1％） 

26 

（15.3％） 

85 

（50.0％） 

7 

（4.1％） 

 

問 13 北広島市内にある、子どもが相談をできるところのうち、次の中にあなたが知って

いるところや、利用したことのあるところはありますか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

１ 子どもの権利相談 26（15.3％） 

２ 家庭児童相談室 ８（4.7％） 

３ 子ども相談電話 77（45.3％） 

４ エンゼルキッズこども家庭支援センター 10（5.9％） 

５ 子どもサポートセンター 17（10.0％） 

６ 教育相談電話 7（4.1％） 

７ 法務局子どもの人権 110 番 39（22.9％） 

８ 心の教室 33（19.4％） 

９ 知っているところ、利用したことのあるところはない 70（41.2％） 
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問 14 あなたはどのようなところであれば、相談してみようと思いますか。あてはまるも

のにいくつでも○をつけてください。 

１ どんな話でも聞いて受け止めてくれるところ 94（55.3％） 

２ 放課後、土日に電話などで相談できるところ 19（11.2％） 

３ ひみつが守られるところ 82（48.2％） 

４ 自分と年齢の近い話し相手がいるところ 36（21.2％） 

５ こまったときに、かけこめるところ、逃げこめるところ 50（29.4％） 

６ 自分の気持ちや意見を代わりに話してくれるところ 22（12.9％） 

７ 問題の解決方法を教えてくれるところ 75（44.1％） 

８ 学校や施設の職員などと協力して、いっしょに解決をしてくれるとこ

ろ 
21（12.4％） 

９ とくに相談してみようとは思わない 44（25.9％） 

10 その他 4（2.4％） 

 

問 15 子どもが夢と希望をもち、幸せにくらせるために守られなければならない権利を

「子どもの権利」といいます。北広島市では、子どもの権利をみんなで大切にするための

きまりとして、「子どもの権利条例」をつくりました。 

  あなたは、子どもの権利条例について、見たり聞いたりしたことがありますか。あては

まるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 見たり聞いたりしたことがある 30（17.6％） 

２ 見たり聞いたりしたことはない 135（79.4％） 

 

＜問 15 で「１ 見たり聞いたりしたことがある」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 15-1 何で見たり聞いたりしましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１ パンフレット・チラシなど 1（0.6％） 

２ 学校の授業 16（9.4％） 

３ 新聞、テレビ、ラジオなど 4（2.4％） 

４ 広報紙 1（0.6％） 

５ ホームページ 2（1.2％） 

６ 家族や友だちから 6（3.5％） 

７ 子どもの権利相談カード 13（7.6％） 

８ その他 3（1.8％） 
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問 16 あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言うこ

とができますか。それぞれ、もっとも近いもの１つに○をつけてください。 

 
言うことが

できる 

だいたい言

うことがで

きる 

あまり言う

ことができ

ない 

言うことが

できない 

とくに言い

たいことが

ない 

１ 家族の中の大事

な物事やルールに

ついて 

47 

（27.6％） 

47 

（27.6％） 

17 

（10.0％） 

2 

（1.2％） 

29 

（17.1％） 

２ 学校行事の内容

や進め方について 

42 

（24.7％） 

44 

（25.9％） 

30 

（17.6％） 

7 

（4.1％） 

19 

（11.2％） 

３ 学校でのきまり

ごとについて 

50 

（29.4％） 

40 

（23.5％） 

23 

（13.5％） 

9 

（5.3％） 

21 

（12.4％） 

４ 地域で行うお祭

りやボランティア

活動などについて 

27 

（15.9％） 

37 

（21.8％） 

36 

（21.2％） 

7 

（4.1％） 

35 

（20.6％） 

 

問 17 あなたは、パソコンや携帯電話（スマートフォン含む）でインターネットを利用し

ていますか（授業などでの利用は除きます）。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。 

１ 携帯電話でもパソコンでも利用している 28（16.5％） 

２ 主に携帯電話で利用している 23（13.5％） 

３ 主にパソコンで利用している 51（30.0％） 

４ 利用していない 67（39.4％） 

 

＜問 17 で「１～３」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 17-1 北広島市のホームページを利用したことがありますか。あてはまるものに１つだ

け○をつけてください。 

１ 利用したことがある 16（9.4％） 

２ 利用したことはない 63（37.1％） 

３ 北広島市のホームページかどうかわからない 22（12.9％） 
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～この調査票をご覧になった保護者の方へ～ 

 この調査は、上記の目的以外に使うことはありません。また、この調査票からお子様個人やご家

庭が特定されることはありません。お子様が思っていることや考えていることを自由に書くようお

伝えください。 

６ 子どもに関する実態・意識調査（中学生以上用） 

子どもに関する実態・意識調査「中学生以上用」へのご協力のお願い 

 

 北広島市は、子どもが夢と希望をもち、幸せに暮らせるまちを目指すため、きまりとして「子ど

もの権利条例」をつくりました。 

 この調査（アンケート）は、みなさんが日々どんな思いをもってすごしているのかをお聞きする

もので、子どもに関する北広島市のまちづくりを考えるための参考にしたいと考えています。今回、

お送りしたのは、その調査票（この用紙）と返信用の封筒です。 

 突然のお願いではありますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

●アンケート用紙をお送りする方の選び方 

 ・調査の対象者は、４月１日現在で９歳から１７歳までの方の中から、1,000 人を、かたよりがないよ

うに、くじ引きのような方法（無作為抽出）で選びました。 

●プライバシーには十分注意します 

 ・この用紙や返信用の封筒にあなたの名前や住所を書く必要はありません。 

 ・回答の結果は、数字でまとめますので、あなたが答えた内容を、他の人に知られることはありませ

ん。 

●本人がお答えください 

 ・この用紙が入っていた封筒のあて先に書かれている名前の方が、お答えください。 

 

回 答 の し か た 

１ 全部答えられなくてもかまいませんので、答えられるところだけ回答してください。 

２ 自分の答えを自分で書いてください。 

３ 答えを書くときは、えんぴつか黒または青のボールペンなどを使用してください。 

４ 答えは、あてはまる番号を○でかこんでください。 

５ 答えの○の数は、問いごとにちがいます。（例：「１つだけ」「あてはまるものにいくつでも」） 

６ 「その他（    ）」をえらんだら、かっこの中にできるだけ内容を書いてください。 

７ この用紙や返信用の封筒にあなたの名前や住所を書かないでください。 

８ 書き終わったら、この調査票を、いっしょに入っている封筒に入れ、10 月 17 日（金）までに、

郵便ポストに入れてください（切手は必要ありません）。 

問い合わせ：北広島市保健福祉部児童家庭課（372-3311 内線 899） 
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あなたのことについてお聞きします 

 

問１ あなたの性別に○をつけてください。 

１ 男     ２ 女 

 

問２ あなたの今の状況に○をつけてください。 

１ 中学１年生 

４ 高校１年生 

２ 中学２年生 

５ 高校２年生 

３ 中学３年生 

６ 高校３年生 

７ 専門学校などに通っている 

９ その他（                      ） 

８ 働いている 

 

問３ あなたがお住まいの地区はどこですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

１ 東部小学校区 （東の里 中の沢 南の里 富ヶ岡 稲穂町 新富町 朝日町 美沢 中央） 

２ 西部小学校区 （島松 輪厚 希望ヶ丘 三島 輪厚中央 輪厚元町 輪厚工業団地） 

３ 西の里小学校区（分校含む） （西の里 西の里東 西の里北 西の里南 虹ヶ丘） 

４ 大曲小学校区 （大曲(一部) 大曲柏葉 大曲南ヶ丘 大曲中央 大曲工業団地  

大曲末広(5 丁目、6丁目及び 7丁目) 大曲幸町 仁別） 

５ 双葉小学校区 （広葉町 栄町 輝美町 北進町 若葉町 青葉町 白樺町 南町） 

６ 緑ヶ丘小学校区 （高台町 泉町 里見町 松葉町 緑陽町 山手町） 

７ 北の台小学校区 （共栄 北の里 共栄町 東共栄 美咲き野） 

８ 大曲東小学校区 （大曲(一部) 大曲末広(1 丁目から 4丁目まで) 西の里(国有林)  

大曲光 大曲緑ヶ丘 大曲並木） 
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あなたのふだんの生活についてお聞きします 

 

問４ あなたがふだんの生活の中で、一番「ほっ」とでき、安心していられるのはどのようなとこ

ろですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 家で家族とすごす部屋 

３ 学校の教室 

５ 学校の部室や図書室など 

７ 友だちの家 

９ 児童センターなど、屋内で友だちと過ごす

場所 

12 特にない 

２ 自分の部屋 

４ 学校の保健室 

６ 図書館（学校以外） 

８ 公園など、屋外で友だちとすごす場所 

10 塾、習い事やスポーツクラブ 

11 その他（            ） 

 

問５ あなたは、日ごろの生活の中で、何かこまっていることや、いやなこと、なやみごとがあり

ますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 親との関係 

３ 友だちとの関係（いじめ以外） 

５ 勉強のこと 

７ 先生との関係 

９ 自分の体や性格のこと 

11 おこづかいや家計などお金のこと 

13 特になやみや心配ごとはない 

２ 兄弟姉妹との関係 

４ いじめのこと 

６ 受験・進路・就職などのこと 

８ 習い事・サークルなどのこと 

10 異性とのこと 

12 その他（             ） 

 

問６ あなたは、なやみごとをだれに相談しますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてくだ

さい。 

１ お父さん 

４ 兄弟姉妹 

２ お母さん 

５ 友だち 

３ 祖父・祖母 

６ 学校の先生 

７ 先生以外の学校にいる人 

９ 児童センターの職員 

11 メールやインターネットでの友だち 

13 わからない 

８ 塾、習いごとやサークルの先生 

10 電話相談などの相談員 

12 その他（             ） 

14 だれにも相談しない 
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問７ あなたは、自分自身のことについて、どのように思っていますか。それぞれ、あてはまるも

のに１つだけ○をつけてください。 

 そう思う まあそう思う 
あまりそう思

わない 
そう思わない 

１ 自分のことが好きだ １ ２ ３ ４ 

２ 自分を大切に思ってくれ

る人がいる 
１ ２ ３ ４ 

３ 自分は他人から必要とさ

れている 
１ ２ ３ ４ 

４ ほかのだれかや社会のた

めに何かをしてあげたい 
１ ２ ３ ４ 

 

あなたが体験したことなどについてお聞きします 

 

問８ あなたは、この１年間で、住んでいる地域で次のような活動に参加したことや、行動をした

ことがありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 地域のお祭り 

３ 昔遊びを教えてもらうイベント 

５ 国際交流活動 

７ 障がいのある人とふれあう活動 

９ その他（             ） 

２ 地域のスポーツなどのイベント 

４ 地域の清掃や防災などの活動 

６ 高齢者とふれあう活動  

８ 募金・献血などの活動 

10 まったくしたことがない 

 

問９ あなたは、北広島市にある次の施設のうち、利用したことがあるものはどれですか。あては

まるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 児童センター 

３ 公園 

５ キャンプ場 

７ 体育館、プール、球場 

９ 利用したことはない 

２ 芸術文化ホール（花ホール） 

４ 図書館・図書室（学校の外にあるもの） 

６ 地区センターなどの会館 

８ その他（             ） 
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あなたとくらしている保護者についてお聞きします 

 

問 10 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、よく話をするのはだれですか。あてはまる

ものにいくつでも○をつけてください。 

１ 父 ２ 母 ３ 祖父・祖母 

４ いっしょにくらす施設の職員 

６ ほとんど話をしない 

５ その他（             ） 

７ 一人でくらしている 

  

問 11 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、ふだん、あなたのことをよく分かってくれ

ていると思う人はだれですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 父 ２ 母 ３ 祖父・祖母 

４ いっしょにくらす施設の職員 

６ 分かってくれていると思う人はいない 

５ その他（             ） 

７ 一人でくらしている 

 

問 12 あなたと話をするときの保護者のことで、次のような不満を感じたことがありますか。それ

ぞれ、もっとも近いものに○をつけてください。 

 よ
く
あ
る 

と
き
ど
き

あ
る 

あ
ま
り 

な
い 

な
い 

わ
か
ら 

な
い 

１ 話をまじめに聞いてくれない １ ２ ３ ４ ５ 

２ けなしたり、ばかにしたりする １ ２ ３ ４ ５ 

３ あなたの意見を聞かずに、自分の意見をおしつける １ ２ ３ ４ ５ 

４ 態度や、服装、友だちのことで、口うるさく注意する １ ２ ３ ４ ５ 

５ その時の気分で態度がかわる １ ２ ３ ４ ５ 

 

困ったときに相談などができるところについてお聞きします 

 

問 13 北広島市内にある、子どもが相談をできるところのうち、次の中にあなたが知っているとこ

ろや、利用したことのあるところはありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１ 子どもの権利相談 

３ 子ども相談電話 

５ 子どもサポートセンター 

７ スクールカウンセラー 

２ 家庭児童相談室 

４ エンゼルキッズこども家庭支援センター 

６ 教育相談電話 

８ 法務局子どもの人権 110 番  ９ 心の教室 

10 知っているところ、利用したことのあるところはない 
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問 14 あなたはどのようなところであれば、相談してみようと思いますか。あてはまるものにいく

つでも○をつけてください。 

１ どんな話でも聞いて受け止めてくれるところ 

２ 放課後、土日に電話などで相談できるところ 

３ ひみつが守られるところ 

４ 自分と年齢の近い話し相手がいるところ 

５ こまったときに、かけこめるところ、逃
に

げこめるところ 

６ 自分の気持ちや意見を代わりに話してくれるところ 

７ 問題の解決方法を教えてくれるところ 

８ 学校や施設の職員などと協力して、いっしょに解決をしてくれるところ 

９ とくに相談してみようとは思わない 

10 その他（                                 ） 

 

子どもの権利についてお聞きします 

 

問 15 子どもが夢と希望をもち、幸せにくらせるために守られなければならない権利を「子どもの

権利」といいます。北広島市では、子どもの権利をみんなで大切にするためのきまりとして、「子

どもの権利条例」をつくりました。 

  あなたは、子どもの権利条例について、見たり聞いたりしたことがありますか。あてはまるも

のに１つだけ○をつけてください。 

１ 見たり聞いたりしたことがある →問 15-1 へ 

２ 見たり聞いたりしたことはない →問 16 へ 

 

＜問 15 で「１ 見たり聞いたりしたことがある」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 15-1 何で見たり聞いたりしましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１ パンフレット・チラシなど 

３ 新聞、テレビ、ラジオなど 

５ ホームページ 

７ 子どもの権利相談カード 

２ 学校の授業 

４ 広報紙 

６ 家族や友だちから 

８ その他（             ） 
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問 16 あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言うことができ

ますか。それぞれ、もっとも近いもの１つに○をつけてください。 

 言
う
こ
と
が
で
き
る 

だ
い
た
い
言
う
こ
と
が
で
き
る 

あ
ま
り
言
う
こ
と
が
で
き
な
い 

言
う
こ
と
が
で
き
な
い 

と
く
に
言
い
た
い
こ
と
が
な
い 

１ 家族の中の大事な物事やルールについて １ ２ ３ ４ ５ 

２ 学校行事の企画や運営について １ ２ ３ ４ ５ 

３ 学校でのきまりごとについて １ ２ ３ ４ ５ 

４ 学校の部活動の活動内容について １ ２ ３ ４ ５ 

５ 地域で行うお祭りやボランティア活動などについて １ ２ ３ ４ ５ 

      

インターネットについてお聞きします 

 

問 17 あなたは、パソコンや携帯電話（スマートフォン含む）でインターネットを利用しています

か（授業などでの利用は除きます）。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 携帯電話でもパソコンでも利用している 

２ 主に携帯電話で利用している         問 17-1 へ 

３ 主にパソコンで利用している 

４ 利用していない → 質問は終わりです。ありがとうございました。 

 

＜問 17 で「１～３」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 17-1 北広島市のホームページを利用したことがありますか。あてはまるものに１つだけ○をつ

けてください。 

１ 利用したことがある ２ 利用したことはない 

３ 北広島市のホームページかどうかわからない 

 

 ありがとうございました。このアンケートの集計結果は、これから、北広島市が子どもについて

のまちづくりを考えるための資料とします。 
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集計結果（端数処理の都合および無回答により、合計が一致しない場合があります） 

 

中学生以上（回答数 285） 

 

問１ 性別 

男 女 

125（43.9％） 154（54.0） 

 

問２ 現在の状況 

中学１年生 中学２年生 中学３年生 

60（21.1％） 44（15.4％） 61（21.4％） 

高校１年生 高校２年生 高校 3 年生 

37（13.0％） 35（12.3％） 43（15.1％） 

専門学校など 

1（0.4％） 

８ 働いている、９ その他 は０ 

 

問３ お住まいの区域 

１ 東部小学校区 46（16.1％） 

２ 西部小学校区 33（11.6％） 

３ 西の里小学校区（分校含む） 42（14.7％） 

４ 大曲小学校区 42（14.7％） 

５ 双葉小学校区 25（8.8％） 

６ 緑ヶ丘小学校区 18（6.3％） 

７ 北の台小学校区 31（10.9％） 

８ 大曲東小学校区 44（15.4％） 
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問４ あなたがふだんの生活の中で、一番「ほっ」とでき、安心していられるのはどのよう

なところですか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

1 家で家族とすごす部屋 108（37.9％） 

２ 自分の部屋 128（44.9％） 

３ 学校の教室 8（2.8％） 

６ 図書館（学校以外） 1（0.4％） 

７ 友だちの家 4（1.4％） 

８ 公園など、屋外で友だちと過ごす場所 8（2.5％） 

10 塾、習い事やスポーツクラブ 2（0.7％） 

11 その他 13（4.6％） 

12 特にない 14（4.9％） 

４ 学校の保健室、５ 学校の部室や図書室など、９ 児童センターなど、屋内で友だちと

過ごす場所は 0 

 

問５ あなたは、日ごろの生活の中で、何かこまっていることや、いやなこと、なやみごと

がありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 親との関係 19（6.7％） 

２ 兄弟姉妹との関係 8（2.8％） 

３ 友だちとの関係（いじめ以外） 49（17.2％） 

４ いじめのこと 6（2.1％） 

５ 勉強のこと 96（33.7％） 

６ 受験・進路・就職などのこと 83（29.1％） 

７ 先生との関係 9（3.2％） 

８ 習い事・サークルなどのこと 8（2.8％） 

９ 自分の体や性格のこと 47（16.5％） 

10 異性とのこと 13（4.6％） 

11 おこづかいや家計などお金のこと 36（12.6％） 

12 その他 4（1.4％） 

13 特になやみや心配ごとはない 103（36.1％） 
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問６ あなたは、なやみごとをだれに相談しますか。あてはまるものにいくつでも○をつけ

てください。 

１ お父さん 64（22.5％） 

２ お母さん 146（51.2％） 

３ 祖父・祖母 16（5.6％） 

４ 兄弟姉妹 36（12.6％） 

５ 友だち 164（57.5％） 

６ 学校の先生 47（16.5％） 

７ 先生以外の学校にいる人 7（2.5％） 

８ 塾、習いごとやサークルの先生 8（2.8％） 

９ 児童センターの職員 1（0.4％） 

10 電話相談などの相談員 1（0.4％） 

11 メールやインターネットでの友だち 9（3.2％） 

12 その他 4（1.4％） 

13 わからない 30（10.5％） 

14 だれにも相談しない 42（14.7％） 

 

問７ あなたは、自分自身のことについて、どのように思っていますか。それぞれ、あては

まるものに１つだけ○をつけてください。 

 そう思う 
まあ 

そう思う 

あまりそう 

思わない 

そう 

思わない 

１ 自分のことが好き 

 だ 
47（16.5％） 95（33.3％） 93（32.6％） 44（15.4％） 

２ 自分を大切に思っ

てくれる人がいる 
129（45.3％） 113（39.6％） 32（11.2％） 6（2.1％） 

３ 自分は他人から必

要とされている 
57（20.0％） 117（41.1％） 85（29.8％） 20（7.0％） 

４ ほかのだれかや社

会のために何かをし

てあげたい 

149（52.3％） 98（34.4％） 25（8.8％） 7（2.5％） 
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問８ あなたは、この１年間で、住んでいる地域で次のような活動に参加したことや、行動

をしたことがありますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

1 地域のお祭り 208（73.0％） 

2 地域のスポーツなどのイベント 38（13.3％） 

3 昔遊びを教えてもらうイベント 7（2.5％） 

4 地域の清掃や防災などの活動 47（16.5％） 

5 国際交流活動 13（4.6％） 

6 高齢者とふれあう活動 25（8.8％） 

7 障がいのある人とふれあう活動 16（5.6％） 

８ 募金・輸血などの活動 31（10.9％） 

9 その他 4（1.4％） 

10 まったくしたことがない 47（16.5％） 

 

問９ あなたは、北広島市にある次の施設のうち、利用したことがあるものはどれですか。

あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 児童センター 95（33.3％） 

２ 芸術文化ホール（花ホール） 215（75.4％） 

３ 公園 264（92.6％） 

４ 図書館・図書室（学校の外にあるもの） 238（83.5％） 

５ キャンプ場 44（15.4％） 

６ 地区センターなどの会館 113（39.6％） 

７ 体育館、プール、球場 241（84.6％） 

８ その他 0（0％） 

９ 利用したことはない 4（1.4％） 

 

問 10 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、よく話をするのはだれですか。あ

てはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 父 131（46.0％） 

２ 母 251（88.1％） 

３ 祖父・祖母 28（9.8％） 

４ いっしょにくらす施設の職員 6（2.1％） 

５ その他 24（8.4％） 

６ ほとんど話をしない 7（2.5％） 

７ 一人でくらしている 0（0％） 
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問 11 あなたといっしょにくらしている保護者の中で、ふだん、あなたのことをよく分か

ってくれていると思う人はだれですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

１ 父 117（41.1％） 

２ 母 225（78.9％） 

３ 祖父・祖母 33（11.6％） 

４ いっしょにくらす施設の職員 6（2.1％） 

５ その他 22（7.7％） 

６ 分かってくれていると思う人はいない 25（8.8％） 

７ 一人でくらしている 0（0％） 

 

問 12 あなたと話をするときの保護者のことで、次のような不満を感じたことがあります

か。それぞれ、もっとも近いものに○をつけてください。 

 よくある 
ときどき 

ある 

あまり 

ない 
ない 

わから 

ない 

１ 話をまじめに聞いて

くれない 

12 

（4.2％） 

66 

（23.2％） 

62 

（21.8％） 

128 

（44.9％） 

13 

（4.6％） 

２ けなしたり、ばかにし

たりする 

12 

（4.2％） 

44 

（15.4％） 

55 

（19.3％） 

160 

（56.1％） 

10 

（3.5％） 

３ あなたの意見を聞か

ずに、自分の意見をおし

つける 

21 

（7.4％） 

50 

（17.5％） 

57 

（20.0％） 

147 

（51.6％） 

5 

（1.8％） 

４ 態度や、服装、友だち

のことで、口うるさく注

意する 

26 

（9.1％） 

41 

（14.4％） 

61 

（21.4％） 

146 

（51.2％） 

6 

（2.1％） 

５ その時の気分で態度

がかわる 

46 

（16.1％） 

67 

（23.5％） 

49 

（17.2％） 

109 

（38.2％） 

10 

（3.5％） 
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問 13 北広島市内にある、子どもが相談をできるところのうち、次の中にあなたが知って

いるところや、利用したことのあるところはありますか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

１ 子どもの権利相談 26（9.1％） 

２ 家庭児童相談室 21（7.4％） 

３ 子ども相談電話 110（38.6％） 

４ エンゼルキッズこども家庭支援センター 31（10.9％） 

５ 子どもサポートセンター 24（8.4％） 

６ 教育相談電話 16（5.6％） 

７ スクールカウンセラー 111（38.9％） 

８ 法務局子どもの人権 110 番 24（8.4％） 

９ 心の教室 31（10.9％） 

10 知っているところ、利用したことのあるところはない 106（37.2％） 

 

問 14 あなたはどのようなところであれば、相談してみようと思いますか。あてはまるも

のにいくつでも○をつけてください。 

１ どんな話でも聞いて受け止めてくれるところ 121（42.5％） 

２ 放課後、土日に電話などで相談できるところ 24（8.4％） 

３ ひみつが守られるところ 127（44.6％） 

４ 自分と年齢の近い話し相手がいるところ 53（18.6％） 

５ こまったときに、かけこめるところ、逃げこめるところ 63（22.1％） 

６ 自分の気持ちや意見を代わりに話してくれるところ 24（8.4％） 

７ 問題の解決方法を教えてくれるところ 83（29.1％） 

８ 学校や施設の職員などと協力して、いっしょに解決をしてくれるとこ

ろ 
22（7.7％） 

９ とくに相談してみようとは思わない 107（37.5％） 

10 その他 4（1.4％） 
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問 15 子どもが夢と希望をもち、幸せにくらせるために守られなければならない権利を

「子どもの権利」といいます。北広島市では、子どもの権利をみんなで大切にするための

きまりとして、「子どもの権利条例」をつくりました。 

  あなたは、子どもの権利条例について、見たり聞いたりしたことがありますか。あては

まるものに１つだけ○をつけてください。 

１ 見たり聞いたりしたことがある 65（22.8％） 

２ 見たり聞いたりしたことはない 212（74.4％） 

 

＜問 15 で「１ 見たり聞いたりしたことがある」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 15-1 何で見たり聞いたりしましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

１ パンフレット・チラシなど 11（3.9％） 

２ 学校の授業 53（18.6％） 

３ 新聞、テレビ、ラジオなど 4（1.4％） 

４ 広報紙 6（2.1％） 

５ ホームページ 2（0.7％） 

６ 家族や友だちから 0（0％） 

７ 子どもの権利相談カード 11（3.9％） 

８ その他 3（1.1％） 
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問 16 あなたは、次のことがらについて、自分の考えや思いがあるときに、それを言うこ

とができますか。それぞれ、もっとも近いもの１つに○をつけてください。 

 
言うことが

できる 

だいたい言

うことがで

きる 

あまり言う

ことができ

ない 

言うことが

できない 

とくに言い

たいことが

ない 

１ 家族の中の大事

な物事やルールに

ついて 

82 

（28.8％） 

68 

（23.9％） 

20 

（7.0％） 

6 

（2.1％） 

43 

（15.1％） 

２ 学校行事の企画

や運営について 

58 

（20.4％） 

57 

（20.0％） 

56 

（19.6％） 

8 

（2.8％） 

41 

（14.4％） 

３ 学校でのきまり

ごとについて 

65 

（22.8％） 

57 

（20.0％） 

41 

（14.4％） 

10 

（3.5％） 

46 

（16.1％） 

４ 学校の部活動の

活動内容について 

70 

（24.6％） 

54 

（18.9％） 

30 

（10.5％） 

12 

（4.2％） 

49 

（17.2％） 

５ 地域で行うお祭

りやボランティア

活動などについて 

35 

（12.3％） 

38 

（13.3％） 

45 

（15.8％） 

15 

（5.3％） 

87 

（30.5％） 

 

問 17 あなたは、パソコンや携帯電話（スマートフォン含む）でインターネットを利用し

ていますか（授業などでの利用は除きます）。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。 

１ 携帯電話でもパソコンでも利用している 76（26.7％） 

２ 主に携帯電話で利用している 110（38.6％） 

３ 主にパソコンで利用している 56（19.6％） 

４ 利用していない 35（12.3％） 

 

＜問 17 で「１～３」に○をつけた方にお聞きします＞ 

問 17-1 北広島市のホームページを利用したことがありますか。あてはまるものに１つだ

け○をつけてください。 

１ 利用したことがある 54（18.9％） 

２ 利用したことはない 161（56.5％） 

３ 北広島市のホームページかどうかわからない 32（11.2％） 
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７ 子どもへの意見聴取 

 

(1) 平成 26 年 10 月 26 日（日）・27 日（月） 輪厚児童センター 

 小学校５年生～中学校２年生 ９人 

 ① 普段どんな遊びをしていますか？ 

  ・ゲーム  ・スポーツ（バレーボール）  ・サッカー  ・おにごっこ 

  ・外で体を動かしている 

 ② どうして児童センターに来ていますか？ 

  ・バレーボールの練習  ・暇つぶし  ・なんとなく  ・ワンドッジ 

  ・遊ぶために  ・書道の練習  ・楽しいから  ・気分によって 

 ③ どのようなものがあると、もっと児童センターを利用したくなりますか？ 

  ・プレイルームを広く、天井を高くしてほしい  ・オセロ大会を増やしてほしい 

  ・ブロックのかかっていないパソコンが使いたい 

  ・週に１回、ふれあいコーナーがほしい 

 ④ 安心して過ごせる場所はどこですか？ 

  ・児童センターのプレイルーム  ・自分の家（リビング、自分の部屋）  ・学校 

 ⑤ 安心できる人は誰ですか？ 

  ・家族  ・友達  ・先生 

 

(2) 平成 26 年 10 月 27 日（月） 北の台小学校 

 小学校４年生～６年生 ５人 

 ①普段どんな遊びをしていますか？ 

  ・近くの公園でおにごっこ、サッカー  ・友達の家で遊ぶ  ・プール 

 ②どんなところで遊びたいですか？ 

  ・安全なところ、見通しが良いところで遊びたい 

  ・広いところでサッカーや野球がしたい 

  ・児童センターで遊びたい（バドミントン、バレーボール、バスケットボール、フット

サル、読書） 

 ④ 安心して過ごせる場所はどこですか？ 

  ・自分の家 

 ⑤ 安心できる人は誰ですか？ 

  ・家族（母、きょうだい）、友達 
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(3) 平成 26 年 11 月 11 日（火） 天使の園 

 中学校３年生 ３人 

 ①普段どんな遊びをしていますか？ 

  ・施設内の体育館で体を動かすのが好き（バレーボール、バスケットボール） 

  ・部屋で友達と話をすることが好き 

 ②これからどんなことをしたいか 

  ・高校に入ってから勉強して、美容師になりたい 

  ・親が働いていたから、クリーニング屋さんになりたい 

  ・スーパーで働きたい 

  （全員人とふれあうことがしたい） 
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